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自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例

の一部を改正する条例 
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議案第７２号（条例関係）                      税務課（内線：７０５０） 

条
例
名
等 

 

鳥取県税条例及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する

条例の一部を改正する条例 
 

 

 

 

 

 

提 

 

出 

 

理 

 

由 

 

及 

 

び 

 

概 

 

要 

１ 提出理由 

  地方税法等の一部が改正され、自動車税環境性能割の廃止、軽油引取税の当分の間税率の廃止、
自動車税のグリーン化特例の延長、個人の県民税の住宅借入金等特別控除の延長、不動産取得税の
免税点の引上げ、公示送達の方法の電子化等が行われることに伴い、所要の改正を行う。 

２ 概要 

(１) 自動車税環境性能割の廃止 
   自動車税環境性能割について、令和８年３月31日をもって廃止する。 
   それに伴い、合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関

する条例の所要の規定の整備を行う。 

(２) 軽油引取税の当分の間税率の廃止 
軽油引取税の当分の間税率を令和８年４月１日に廃止する。 

＜税率の改正内容＞ 

 

 

 

 

(３) 自動車税のグリーン化特例の２年延長 
自動車税のグリーン化特例について、現行の措置を２年延長する。 

＜グリーン化特例の内容（自家用乗用車の例）＞ 
特例割合 適用対象車 

軽課 75％軽減（取得翌年度） 
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動
車、プラグインハイブリッド車 

重課 15％重課 
ガソリン車（13 年超、ハイブリッド車除く）、
ディーゼル車（11年超） 

(４) 個人の県民税の住宅借入金等特別控除の延長 
個人の県民税の住宅借入金等特別控除の期間を５年延長する。（現行 居住年：令和７年

まで） 

(５) 不動産取得税の免税点の引上げ 
不動産取得税の免税点を引き上げる。 

＜免税点の改正内容＞ 

 

 

 

 

 
 (６) 公示送達の方法の電子化 

公示送達について、インターネット等による掲示及び県税事務所の掲示場（電子による掲

示場も可）での掲示とする。（現行 県税事務所の掲示場） 

(７) その他所要の改正 

３ 施行期日等 
(１) 施行期日は、令和８年４月１日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日

とする。 
ア ２(４) 令和９年１月１日 
イ ２(６) 地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第12号に規
定する政令で定める日 

(２) 所要の経過措置を講ずる。 

 

区分 現行（1ﾘｯﾄﾙ当たり） 改正後（1ﾘｯﾄﾙ当たり） 
本則税率 １５円 １５円 

当分の間税率（上乗せ部分） １７．１円 廃止 
合計 ３２．１円 １５円 

区分 現行 改正後 
土地 １０万円 １６万円 

家屋（建築に係るもの） ２３万円 ６６万円 
家屋（その他） １２万円 ３４万円 

 

※家屋（その他）は中古家屋の取得等 
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鳥取県税条例及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例の

一部を改正する条例 

 
（鳥取県税条例の一部改正） 

第１条 鳥取県税条例（平成13年鳥取県条例第10号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。 

改 正 後 改 正 前 

  

目次 

第１章 略 

第２章 普通税 

第１節～第７節 略 

第８節 自動車税（第135条－第146条） 

 

 

 

 

第９節・第10節 略 

第３章・第４章 略 

附則 

 

目次 

第１章 略 

第２章 普通税 

第１節～第７節 略 

第８節 自動車税 

第１款 通則（第135条－第137条の３） 

第２款 環境性能割（第137条の４－第137条

の16） 

第３款 種別割（第138条－第146条） 

第９節・第10節 略 

第３章・第４章 略 

附則 

 

（課税地） 

第５条 次の表の左欄に掲げる税目に係る徴収金

は、それぞれ同表の右欄に掲げる課税地において

賦課徴収する。 

税目 課税地 

 略 

自動車税 普通徴収による場合は、賦課期

日現在における納税者の住所又

は事務所若しくは事業所の所在

地（住所又は事務所若しくは事

業所が県内にない場合にあって

は、当該自動車の県内における

主たる定置場の所在地） 

 

普通徴収によらない場合は、東

部県税事務所の所在地 

 

 略 

２ 略 

（課税地） 

第５条 次の表の左欄に掲げる税目に係る徴収金

は、それぞれ同表の右欄に掲げる課税地において

賦課徴収する。 

税目 課税地 

 略 

自動車税 種別割（普通徴収によるものに

限る。）は、賦課期日現在にお

ける納税者の住所又は事務所若

しくは事業所の所在地（住所又

は事務所若しくは事業所が県内

にない場合にあっては、当該自

動車の県内における主たる定置

場の所在地） 

環境性能割及び種別割（普通徴

収によるものを除く。）は、東

部県税事務所の所在地 

 略 

２ 略 

（納付又は納入先） 

第６条 略 

２ 前項の払込みは、同項第１号又は第２号に該当

（納付又は納入先） 

第６条 略 

２ 前項の払込みは、同項第１号又は第２号に該当
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する者に対して行う場合にあっては納付書、納入

書又は第144条の規定により提出すべき申告書によ

り、同項第３号に該当する者に対して行う場合に

あっては法第747条の６第２項に規定する総務省令

で定める方法により、前項第４号に該当する者に

対して行う場合にあっては法第747条の８第１項に

規定する総務省令で定めるところにより行うもの

とする。 

３ 略 

する者に対して行う場合にあっては納付書、納入

書又は第137条の９第１項若しくは第144条の規定

により提出すべき申告書により、同項第３号に該

当する者に対して行う場合にあっては法第747条の

６第２項に規定する総務省令で定める方法によ

り、同項第４号に該当する者に対して行う場合に

あっては法第747条の８第１項に規定する総務省令

で定めるところにより行うものとする。 

３ 略 

 

（県税の減免） 

第８条 知事は、次の表の左欄に掲げる税目につい

て、同表の右欄に掲げる場合に該当し、かつ、必

要があると認めるときは、県税を減免することが

できる。 

 略 

不動産取得

税 

 略 

取得した不動産が当該不動産の

取得に係る不動産取得税の納期

限までに災害により滅失し、又

は損壊した場合 

  

 

 

自動車税 災害により自動車が滅失し、又

は損壊した場合 

 略 

２・３ 略 

（県税の減免） 

第８条 知事は、次の表の左欄に掲げる税目につい

て、同表の右欄に掲げる場合に該当し、かつ、必

要があると認めるときは、県税を減免することが

できる。 

 略 

不動産取得

税 

 略 

取得した不動産が当該不動産の

取得に係る不動産取得税の納期

限までに災害により滅失し、又

は損壊した場合 

自動車税の

環境性能割 

災害により滅失し、又は損壊し

た自動車に代わるものと知事が

認める自動車を取得した場合 

自動車税の

種別割 

災害により自動車が滅失し、又

は損壊した場合 

 略 

２・３ 略 

 

（納期限後に納付又は納入する税金又は納入金に係

る延滞金） 

第９条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限（納

期限の延長があった場合においては、その延長さ

れた納期限とする。以下この条において同じ。）

後にその税金を納付し、又はその納入金を納入す

る場合においては、当該税額又は納入金額にその

納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の

日数に応じ、年14.6パーセントの割合（次の表の

左欄に掲げる税目の同表の中欄に掲げる税額に

あっては、それぞれ同表の右欄に定める期間につ

いての割合は、年7.3パーセントとする。）を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金額を加算して納

付書若しくは納税通知書によって納付し、又は納

入書によって納入しなければならない。 
 
 略 

（納期限後に納付又は納入する税金又は納入金に係

る延滞金） 

第９条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限（納

期限の延長があった場合においては、その延長さ

れた納期限とする。以下この条において同じ。）

後にその税金を納付し、又はその納入金を納入す

る場合においては、当該税額又は納入金額にその

納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の

日数に応じ、年14.6パーセントの割合（次の表の

左欄に掲げる税目の同表の中欄に掲げる税額に

あっては、それぞれ同表の右欄に定める期間につ

いての割合は、年7.3パーセントとする。）を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金額を加算して納

付書若しくは納税通知書によって納付し、又は納

入書によって納入しなければならない。 
 
 略 
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(８) 軽

油引取

税 

 略 

エ 法第144条の

22第４項（法第

144条の25第５

項において準用

する場合を含

む。）の規定に

より法第144条

の２第１項の規

定による引取り

とみなされた免

税軽油の引取り

に係る税額 

当該税額に係る

納期限の翌日か

ら１月を経過す

る日までの期間 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(８) 軽

油引取

税 

 略 

エ 法第144条の

22第４項（法第

144条の25第５

項において準用

する場合を含

む。）の規定に

より法第144条

の２第１項の規

定による引取り

とみなされた免

税軽油の引取り

に係る税額 

当該税額に係る

納期限の翌日か

ら１月を経過す

る日までの期間 

(９) 自

動車税

の環境

性能割 

ア 第137条の17

第１項の規定に

より不足税額を

納付する場合の

税額 

当該不足税額の

納期限までの期

間又は当該不足

税額の納期限の

翌日から１月を

経過する日まで

の期間 

イ 法第164条第

２項の規定によ

り徴収猶予した

税額 

当該猶予した期

間の末日の翌日

から１月を経過

する日までの期

間 

ウ 第137条の10

第１項の申告書

でその提出期限

までに提出した

ものに係る税額

（イに掲げる税

額を除く。） 

当該税額に係る

納期限の翌日か

ら１月を経過す

る日までの期間 

エ 第137条の10

第１項の申告書

でその提出期限

後に提出したも

のに係る税額

（イに掲げる税

額を除く。） 

当該提出した日

までの期間又は

その日の翌日か

ら１月を経過す

る日までの期間 

オ 第137条の11

第２項の修正申

告書に係る税額

（イに掲げる税

額を除く。） 

当該修正申告書

を提出した日ま

での期間又はそ

の日の翌日から

１月を経過する

日までの期間 
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(９) 自

動車税 

 

 

 略 

(10) 略 

(11) 略 

(12) 略 

(13) 略 
  

２ 第142条第３項の規定により普通徴収の方法によ

り徴収される自動車税を納付する納税者は、当該

税額に、当該自動車税に係る納税通知書を発した

日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、

年14.6パーセント（当該納税通知書において納付

すべきこととされる日までの期間又はその日の翌

日から１月を経過する日までの期間については、

年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金額に

相当する延滞金を加算して納付書によって納付し

なければならない。 

３～５ 略 

 

(10) 自

動車税

の種別

割 

 略 

(11) 略 

(12) 略 

(13) 略 

(14) 略 
  

２ 第142条第３項の規定により普通徴収の方法によ

り徴収される自動車税の種別割を納付する納税者

は、当該税額に、当該種別割に係る納税通知書を

発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に

応じ、年14.6パーセント（当該納税通知書におい

て納付すべきこととされる日までの期間又はその

日の翌日から１月を経過する日までの期間につい

ては、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した

金額に相当する延滞金を加算して納付書によって

納付しなければならない。 

３～５ 略 

 

（住宅借入金等特別控除） 

第24条の３  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成22年度から令和20年度までの各年度分の個

人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分

の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条

の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年（同

法第41条第１項に規定する居住年をいう。次項に

おいて同じ。）が平成21年から令和７年までの各

年である場合に限る。）には、法附則第５条の４

第１項に規定する控除額を当該納税義務者の前２

条の規定を適用した場合の所得割の額から控除す

る。 

２ 所得割の納税義務者が、租税特別措置法第41条

第５項に規定する特定取得又は同条第16項に規定

する特別特定取得に該当する同条第１項に規定す

（住宅借入金等特別控除） 

第24条の３ 平成20年度から平成28年度までの各年

度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者

が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又

は第41条の２の２の規定の適用を受けた場合（同

法第41条第１項に規定する居住年（以下この条に

おいて「居住年」という。）が平成11年から平成

18年までの各年である場合に限る。）には、法附

則第５条の４第１項に規定する道府県民税の住宅

借入金等特別税額控除額を当該納税義務者の前２

条の規定を適用した場合の所得割の額から控除す

る。 

２ 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個

人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分

の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条

の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平

成11年から平成18年まで又は平成21年から令和７

年までの各年である場合に限る。）において、前

項の規定の適用を受けないときは、法附則第５条

の４の２第１項に規定する控除額を当該納税義務

者の前２条の規定を適用した場合の所得割の額か

ら控除する。 

３ 所得割の納税義務者が、租税特別措置法第41条

第５項に規定する特定取得又は同条第16項に規定

する特別特定取得に該当する同条第１項に規定す
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る住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金

等の金額を有する場合（居住年が平成26年から令

和３年までの場合に限る。）は、法附則第５条の

４第３項の規定により読み替えて適用する同条第

１項の規定による控除額を当該納税義務者の前２

条の規定を適用した場合の所得割の額から控除す

る。 

３ 略 

 

る住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金

等の金額を有する場合（居住年が平成26年から令

和３年までの場合に限る。）は、法附則第５条の

４の２第３項の規定により読み替えて適用する同

条第１項の規定による控除額を当該納税義務者の

前２条の規定を適用した場合の所得割の額から控

除する。 

４ 略 

 

（寄附金税額控除） 

第24条の４ 所得割の納税義務者が、前年中に法第

37条の２第１項各号に掲げる寄附金を支出し、当

該寄附金の額の合計額（当該合計額が前年の総所

得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

の100分の30に相当する金額を超える場合には、当

該100分の30に相当する金額）が2,000円を超える

場合には、その超える金額の100分の４に相当する

金額（当該納税義務者が前年中に同条第２項に規

定する特例控除対象寄附金（以下この条において

「特例控除対象寄附金」という。）を支出し、当

該特例控除対象寄附金の額の合計額が2,000円を超

える場合は、当該100分の４に相当する金額に同条

第11項（法附則第５条の５第１項又は附則第５条

の６第１項若しくは第２項において読み替えて適

用する場合を含む。）に規定する特例控除額を加

算した金額。以下この項において「控除額」とい

う。）を当該納税義務者の第24条及び第24条の２

の規定を適用した場合の所得割の額から控除する

ものとする。この場合において、当該控除額が当

該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当

該所得割の額に相当する金額とする。 

２ 所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄

附金を支出し、かつ、当該納税義務者について法

附則第７条第５項の規定による申告特例通知書の

送付があった場合には、法附則第７条の２第２項

（法附則第７条の３第１項又は第２項において読

み替えて適用する場合を含む。）に規定する申告

特例控除額を当該納税義務者の前項の規定を適用

した場合の所得割の額から控除するものとする。 

３ 略 

４ 法第37条の２第１項第４号の条例で定める住民

の福祉の増進に寄与する寄附金は、同号に規定す

る寄附金のうち、次の表に掲げる法人に対する同

表の右欄に定める期間内に支出された寄附金（特

別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるも

（寄附金税額控除） 

第24条の４ 所得割の納税義務者が、前年中に法第

37条の２第１項各号に掲げる寄附金を支出し、当

該寄附金の額の合計額（当該合計額が前年の総所

得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

の100分の30に相当する金額を超える場合には、当

該100分の30に相当する金額）が2,000円を超える

場合には、その超える金額の100分の４に相当する

金額（当該納税義務者が前年中に同条第２項に規

定する特例控除対象寄附金（以下この条において

「特例控除対象寄附金」という。）を支出し、当

該特例控除対象寄附金の額の合計額が2,000円を超

える場合は、当該100分の４に相当する金額に同条

第11項（法附則第５条の５第１項又は附則第５条

の６第１項において読み替えて適用する場合を含

む。）に規定する特例控除額を加算した金額。以

下この項において「控除額」という。）をその者

の第24条及び第24条の２の規定を適用した場合の

所得割の額から控除するものとする。この場合に

おいて、当該控除額が当該所得割の額を超えると

きは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する

金額とする。 

２ 所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄

附金を支出し、かつ、当該納税義務者について法

附則第７条第５項の規定による申告特例通知書の

送付があった場合においては、法附則第７条の２

第２項（法附則第７条の３第１項において読み替

えて適用する場合を含む。）に規定する申告特例

控除額を当該納税義務者の前項の規定を適用した

場合の所得割の額から控除するものとする。 

３ 略 

４ 法第37条の２第１項第４号の条例で定める住民

の福祉の増進に寄与する寄附金は、同号に規定す

る寄附金のうち、次の表に掲げる法人に対する同

表の右欄に定める期間内に支出された寄附金（特

別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるも
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のを除く。）とする。 

名称 主たる事務所

の所在地 

期間 

 略 

特定非営利活

動法人ハーモ

ニィカレッジ 

八頭郡八頭町

才代299 

令和５年１月

１日から令和

９年12月31日

まで 

  

 

 

 

 

 略 

５ 略 

のを除く。）とする。 

名称 主たる事務所

の所在地 

期間 

 略 

特定非営利活

動法人ハーモ

ニィカレッジ 

八頭郡八頭町

才代299 

令和５年１月

１日から令和

９年12月31日

まで 

特定非営利活

動法人グリー

ンツーリズム

もちがせ 

鳥取市用瀬町

屋住278 

令和元年８月

１日から令和

６年７月31日

まで 

 略 

５ 略 

 

（不動産取得税の免税点） 

第81条 不動産取得税の課税標準となるべき額が、

土地の取得にあっては16万円、家屋の取得のうち

建築に係るものにあっては１戸（共同住宅、寄宿

舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供

する住宅にあっては、居住の用に供するために独

立的に区画された一の部分をいう。以下この条に

おいて同じ。）につき66万円、その他のものに

あっては１戸につき34万円に満たない場合におい

ては、不動産取得税を課さない。 

２ 略 

 

（不動産取得税の免税点） 

第81条 不動産取得税の課税標準となるべき額が、

土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち

建築に係るものにあっては１戸（共同住宅、寄宿

舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供

する住宅にあっては、居住の用に供するために独

立的に区画された一の部分をいう。以下この条に

おいて同じ。）につき23万円、その他のものに

あっては１戸につき12万円に満たない場合におい

ては、不動産取得税を課さない。 

２ 略 

 

 

第134条の26 削除 

（軽油引取税の税率の特例） 

第134条の26 平成22年４月１日以後に第134条の23

第１項の表(１)若しくは(２)に規定する軽油の引

取り、同表(３)の燃料炭化水素油の販売、同表

(４)の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同表

(５)の炭化水素油の消費若しくは同表(７)から

(12)までの軽油の消費、譲渡若しくは輸入（次条

において「軽油の引取り等」という。）が行われ

た場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務

者が同表(６)の規定に該当するに至った場合（次

条において「特別徴収義務の消滅に係る所有に

至った場合」という。）における軽油引取税の税

率は、前条の規定にかかわらず、当分の間、１キ

ロリットルにつき、３万2,100円とする。 

 

 （揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特

例） 

第134条の26の２ 前条の規定の適用がある場合にお
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いて、租税特別措置法第89条第１項の規定による

告示の日の属する月の翌月の初日以後に軽油の引

取り等が行われた場合又は同日以後に特別徴収義

務の消滅に係る所有に至った場合における軽油引

取税については、前条の規定の適用を停止する。 

２ 前項の規定により前条の規定の適用が停止され

ている場合において、租税特別措置法第89条第２

項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日

以後に軽油の引取り等が行われた場合又は同日以

後に特別徴収義務の消滅に係る所有に至った場合

における軽油引取税については、前項の規定にか

かわらず、前条の規定を適用する。 

 

      第１款 通則 

 

（用語） 

第135条 この節において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

 

 

 

 

(１) 自動車 法第145条に規定する自動車をい

う。 

(２) 略 

(３) ガソリン自動車 法附則第12条の３第１項

第１号に規定するガソリン自動車をいう。 

(４) 石油ガス自動車 法附則第12条の３第１項

第１号に規定する石油ガス自動車をいう。 

(５) 軽油自動車 法附則第12条の３第１項第２

号に規定する軽油自動車をいう。 

(６) 電気自動車 電気を動力源とする自動車

（燃料電池自動車を含む。）で内燃機関を有し

ないものをいう。 

 

 

 

 

 

 

(７) 電気自動車等 電気自動車、法附則第12条

の３第１項に規定する天然ガス自動車、同項に

規定するメタノール自動車、同項に規定する混

合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の

（用語） 

第135条 この節において、次の各号に掲げる用語の

意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 環境性能割 法第145条第１号に規定する環

境性能割をいう。 

(２) 種別割 法第145条第２号に規定する種別割

をいう。 

(３) 自動車 法第145条第３号に規定する自動車

をいう。 

(４) 略 

 

 

 

 

 

 

(５) 電気自動車 電気を動力源とする自動車で

内燃機関を有しないもの（次号に掲げるものを

除く。）をいう。 

(６) 水素自動車 水素を動力源とする自動車で

内燃機関を有しないものをいう。 

(７) 天然ガス自動車 法第149条第１項第２号に

規定する天然ガス自動車をいう。 

(８) 電力併用自動車 法第149条第１項第３号に

規定する電力併用自動車をいう。 
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燃料として用いる同項に規定する電力併用自動

車をいう。 

(８) 自家用乗用車等 自家用の乗用車（３輪の

小型自動車であるものを除く。）並びに特種用

途自動車のうち乗用車に類する教習車及びキャ

ンピング車をいう。 

(９) 一般乗合用バス 法第154条第１項第３号イ

(１)に規定する一般乗合用バスをいう。 

 

（自動車税の納税義務者等） 

第135条の２ 自動車税は、自動車に対し、その所有

者に課する。 

 

 

 

 

 

 

２ 自動車の所有者が法第148条第１項の規定により

自動車税を課することができない者である場合に

は、前項の規定にかかわらず、当該自動車の使用

者に自動車税を課する。ただし、公用又は公共の

用に供する自動車については、この限りでない。 

（自動車税の納税義務者等） 

第135条の２ 自動車税は、自動車に対し、当該自動

車の取得者に環境性能割によって、当該自動車の

所有者に種別割によって、それぞれ課する。 

２ 前項に規定する自動車の取得者には、製造によ

り自動車を取得した自動車製造業者、販売のため

に自動車を取得した自動車販売業者その他法第146

条第２項の施行令で定める者を含まないものとす

る。 

３ 自動車の所有者が法第148条第１項の規定により

種別割を課することができない者である場合に

は、第１項の規定にかかわらず、当該自動車の使

用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の

用に供する自動車については、この限りでない。 

 

（自動車税のみなす課税） 

第135条の３ 自動車の売買契約において売主が当該

自動車の所有権を留保している場合には、買主を

自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。 

 

 

 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動

車について、買主の変更があったときは、新たに

買主となる者を自動車の所有者とみなして、自動

車税を課する。 

 

（自動車税のみなす課税） 

第135条の３ 自動車の売買契約において売主が当該

自動車の所有権を留保している場合には、自動車

税の賦課徴収については、買主を前条第１項に規

定する自動車の取得者（以下この節において「自

動車の取得者」という。）及び自動車の所有者と

みなして、自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動

車について、買主の変更があったときは、新たに

買主となる者を自動車の取得者及び自動車の所有

者とみなして、自動車税を課する。 

３ 自動車製造業者、自動車販売業者又は法第146条

第２項の施行令で定める自動車の取得をした者

（以下この項において「販売業者等」という。）

が、その製造により取得した自動車又はその販売

のためその他運行（道路運送車両法第２条第５項

に規定する運行をいう。次項において同じ。）以

外の目的に供するため取得した自動車について、

当該販売業者等が新規登録を受けた場合（当該新

規登録前に第１項の規定の適用を受ける売買契約

の締結が行われた場合を除く。）には、当該販売
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業者等を自動車の取得者とみなして、環境性能割

を課する。 

４ 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自

動車を法の施行地外から県内に持ち込んで運行の

用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供

する者を自動車の取得者とみなして、環境性能割

を課する。 

 

 （環境性能割の非課税） 

第136条の２ 道路運送法（昭和26年法律第183号）

第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運

送事業を経営する者が、地域住民の生活に必要な

路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難

になっているものとして、国と協調して県がその

運行する車両の購入に係る補助金の交付の対象と

した路線の運行の用に供する一般乗合用のバスに

対しては、当該一般乗合用のバスの取得が令和９

年３月31日までに行われたときに限り、第135条の

２第１項の規定にかかわらず、環境性能割を課さ

ない。 

 

（自動車税の課税免除） 

第137条  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の各号のいずれかに該当する自動車に対して

は、自動車税を課さない。ただし、第４号から第

11号までに規定する自動車にあっては、知事の承

認を受けたものに限る。 

(１)～(11) 略 

（自動車税の課税免除） 

第137条 次の各号のいずれかに該当する自動車に対

しては、環境性能割を課さない。ただし、第２号

及び第３号に規定する自動車にあっては、知事の

承認を受けたものに限る。 

(１) 公的医療機関で地方公共団体及び日本赤十

字社以外の者が開設する病院又は診療所が救急

業務又はへき地巡回診療のために専用する自動

車 

(２) 一般財団法人鳥取県交通安全協会が専ら交

通安全の指導及び普及宣伝の用に供する自動車 

(３) 特定非営利活動法人が専ら特定非営利活動

に係る事業の用に供する自動車（当該特定非営

利活動法人がその設立の日から６月以内に無償

で譲り受け、かつ、当該期間内に新規登録又は

道路運送車両法第13条第１項の規定による移転

登録（以下この節において「移転登録」とい

う。）を受けたものに限る。） 

２ 次の各号のいずれかに該当する自動車に対して

は、種別割を課さない。ただし、第４号から第11

号までに規定する自動車にあっては、知事の承認

を受けたものに限る。 

(１)～(11) 略 
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（自動車税の減免） 

第137条の２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知事は、第８条第１項の表の自動車税の項の右

欄に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該

当する場合には、規則で定めるところにより、自

動車税を減免することができる。ただし、第１号

の場合において、既に同号に該当することにより

自動車税の減免を受けた者に対しては、その年度

において１回に限り、当該減免の対象となった自

動車に代わる自動車の所有に係る自動車税を減免

することができる。 

（自動車税の減免） 

第137条の２ 知事は、第８条第１項の表の自動車税

の環境性能割の項の右欄に掲げる場合のほか、次

の各号のいずれかに該当する場合には、規則で定

めるところにより、環境性能割を減免することが

できる。ただし、第１号の場合において、既に同

号に該当することにより環境性能割の減免を受け

た者に対しては、当該減免の対象となった自動車

の取得の日から２年（当該自動車の取得が最初の

新規登録に係るものである場合にあっては、３

年）以内に行った新たな自動車の取得について

は、災害、盗難等により故障、損壊又は滅失した

自動車に代わる自動車の取得に係る場合を除き、

環境性能割を減免しないものとする。 

(１) 身体障害、知的障害若しくは精神障害を有

し移動のために自動車を必要とする者のうち規

則で定めるもの（以下この条及び次条において

「身体障害者等」という。）又は身体障害者等

と生計を一にする者が、次のいずれかの自動車

を取得した場合 

ア 当該身体障害者等が運転する自動車（当該

身体障害者等が取得したものに限る。） 

イ 当該身体障害者等の通院、通所、通学、生

業その他日常生活における移動のためにその

者と生計を一にする者が運転する自動車 

ウ 当該身体障害者等（身体障害者等のみ又は

身体障害者等及び18歳未満の者のみで構成さ

れる世帯の身体障害者等に限る。）の通院、

通所、通学、生業その他日常生活における移

動のためにその者を常時介護する者が運転す

る自動車 

(２) 構造上身体障害者等の利用に供するための

ものと認められる自動車を取得した場合 

(３) 専ら身体障害者等が運転するための構造の

変更がなされた自動車で営業用のものを取得し

た場合 

２ 知事は、第８条第１項の表の自動車税の種別割

の項の右欄に掲げる場合のほか、次の各号のいず

れかに該当する場合には、規則で定めるところに

より、種別割を減免することができる。ただし、

第１号の場合において、既に同号に該当すること

により種別割の減免を受けた者に対しては、その

年度において１回に限り、当該減免の対象となっ

た自動車に代わる自動車の所有に係る種別割を減

免することができる。 
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(１) 身体障害、知的障害若しくは精神障害を有

し移動のために自動車を必要とする者のうち規

則で定めるもの（以下この号において「身体障

害者等」という。）又は身体障害者等と生計を

一にする者が次のいずれかの自動車（１台に限

る。）を所有する場合 

ア 当該身体障害者等が運転する自動車（当該

身体障害者等が所有するものに限る。） 

イ 当該身体障害者等の通院、通所、通学、生

業その他日常生活における移動のためにその

者と生計を一にする者が運転する自動車 

ウ 当該身体障害者等（身体障害者等のみ又は

身体障害者等及び18歳未満の者のみで構成さ

れる世帯の身体障害者等に限る。）の通院、

通所、通学、生業その他日常生活における移

動のためにその者を常時介護する者が運転す

る自動車 

(２)・(３) 略 

２ 知事は、前項ただし書に規定する減免の対象と

なった自動車に代わる自動車の所有が災害、盗難

等により故障し、損壊し、又は滅失した自動車に

代わる自動車の所有である場合には、同項ただし

書の規定にかかわらず、同項本文の規定により自

動車税を減免することができる。 

(１) 身体障害者等又は身体障害者等と生計を一

にする者が前項第１号アからウまでのいずれか

の自動車（１台に限る。）を所有する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)・(３) 略 

３ 知事は、前項ただし書に規定する減免の対象と

なった自動車に代わる自動車の所有が災害、盗難

等により故障し、損壊し、又は滅失した自動車に

代わる自動車の所有である場合には、同項ただし

書の規定にかかわらず、同項本文の規定により種

別割を減免することができる。 

 

（自動車税の減免額） 

第137条の３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前条第１項の規定により減免する額は、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。ただし、第１号に掲げる場合で、賦課期日

（賦課期日後に納税義務が発生した場合は、当該

発生した日）後に減免の要件に該当し、又は規則

で定める申請期限後に減免の申請があった場合

（当該提出期限の属する年度の２月末日までに申

請があった場合に限る。）は、申請のあった月の

（自動車税の減免額） 

第137条の３ 前条第１項の規定により減免する額

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 

(１) 前条第１項第１号に該当するもの 当該自

動車に係る環境性能割の全額又は250万円に当該

自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た額

のいずれか低い額 

(２) 前条第１項第２号又は第３号に該当するも

の 当該自動車の構造の変更に要した金額に当

該自動車に係る環境性能割の税率を乗じて得た

額に相当する額 

２ 前条第２項の規定により減免する額は、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とす

る。ただし、第１号に掲げる場合で、賦課期日

（賦課期日後に納税義務が発生した場合は、当該

発生した日）後に減免の要件に該当し、又は規則

で定める申請期限後に減免の申請があった場合

（当該提出期限の属する年度の２月末日までに申

請があった場合に限る。）は、申請のあった月の
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翌月から減免の要件に該当していた期間に応じ、

規則で定める計算方法に従って計算した額とす

る。 

(１) 前条第１項第１号に該当するもの 納付す

べき自動車税の税額の全額又は45,000円（賦課

期日後に納税義務が発生した場合にあっては当

該発生した月の翌月から、賦課期日後に納税義

務が消滅した場合にあっては当該消滅した月ま

での期間に応じ、規則で定める計算方法に従っ

て計算した額）のいずれか低い額 

(２) 前条第１項第２号に該当するもの 第138条

第１項に規定する税率の12分の３に相当する額

（賦課期日以後５月31日以前において、法第157

条第２項の規定により月割をもって課税する場

合は、当該月割額） 

(３) 前条第１項第３号に該当するもの 納付す

べき自動車税の税額の全額 

 

翌月から減免の要件に該当していた期間に応じ、

規則で定める計算方法に従って計算した額とす

る。 

(１) 前条第２項第１号に該当するもの 納付す

べき種別割の税額の全額又は45,000円（賦課期

日後に納税義務が発生した場合にあっては当該

発生した月の翌月から、賦課期日後に納税義務

が消滅した場合にあっては当該消滅した月まで

の期間に応じ、規則で定める計算方法に従って

計算した額）のいずれか低い額 

(２) 前条第２項第２号に該当するもの 第138条

第１項に規定する税率の12分の３に相当する額

（賦課期日以後５月31日以前において、法第177

条の10第２項の規定により月割をもって課税す

る場合は、当該月割額） 

(３) 前条第２項第３号に該当するもの 納付す

べき種別割の税額の全額 

 

      第２款 環境性能割 

  

 （環境性能割の課税標準） 

第137条の４ 環境性能割の課税標準は、自動車の取

得のために通常要する価額として法第156条の総務

省令で定めるところにより算定した金額（第137条

の７において「通常の取得価額」という。）とす

る。 

 

 （環境性能割の課税標準の特例） 

第137条の４の２ 法附則第12条の２の13の規定の適

用を受ける環境性能割の課税標準は、同条の規定

により算定される金額とする。 

 

 （環境性能割の税率） 

第137条の５ 法第157条第１項（同条第４項から第

６項までにおいて準用する場合を含む。）に掲げ

る自動車に対して課する環境性能割の税率は、100

分の１とする。 

２ 法第157条第２項（同条第４項から第６項までに

おいて準用する場合を含む。）に掲げる自動車

（前項の規定の適用を受ける自動車を除く。）に

対して課する環境性能割の税率は、100分の２とす

る。 

３ 前２項の規定の適用を受ける自動車以外の自動

車に対して課する環境性能割の税率は、100分の３

とする。 
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 （環境性能割の税率の特例） 

第137条の６ 営業用の自動車に対する前条の規定の

適用については、当分の間、同条第１項中「100分

の１」とあるのは「100分の0.5」と、同条第２項

中「100分の２」とあるのは「100分の１」と、前

条第３項中「100分の３」とあるのは「100分の

２」とする。 

 

 （環境性能割の免税点） 

第137条の７ 通常の取得価額が50万円以下である自

動車に対しては、環境性能割を課さない。 

 

 （環境性能割の徴収方法） 

第137条の８ 環境性能割の徴収については、申告納

付の方法による。 

 

 （環境性能割の申告納付） 

第137条の９ 環境性能割の納税義務者は、次の各号

に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める

時又は日までに、法第160条第１項の総務省令で定

める様式により、環境性能割の課税標準額及び税

額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提

出するとともに、その申告した税額を県に納付し

なければならない。 

(１) 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の

時 

(２) 移転登録を受けるべき自動車 当該移転登

録を受けるべき事由があった日から15日を経過

する日（その日前に当該移転登録を受けたとき

は、当該移転登録の時） 

(３) 前２号に掲げる自動車以外の自動車で、道

路運送車両法第67条第１項の規定による自動車

検査証の変更記録を受けるべき自動車 当該変

更記録を受けるべき事由があった日から15日を

経過する日（その日前に当該変更記録を受けた

ときは、当該変更記録の時） 

(４) 前３号に掲げる自動車以外の自動車 当該

自動車の取得の日から15日を経過する日 

２ 自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除

く。以下この項において同じ。）は、前項各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日ま

でに、法第160条第２項の総務省令で定める様式に

より、当該自動車の取得者が取得した自動車につ

いて必要な事項を記載した報告書を知事に提出し
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なければならない。 

 

 （環境性能割の期限後申告及び修正申告納付） 

第137条の10 前条第１項の規定により申告書を提出

すべき者は、当該申告書の提出期限後において

も、法第168条第４項の規定による決定の通知があ

るまでの間は、前条第１項の規定により申告納付

することができる。 

２ 前条第１項若しくは前項若しくはこの項の規定

により申告書若しくは修正申告書を提出した者又

は法第168条第１項から第３項までの規定による更

正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しく

は修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課

税標準額又は税額について不足額がある場合に

は、遅滞なく、法第161条第２項の総務省令で定め

る事項を記載した修正申告書を知事に提出すると

ともに、その修正により増加した税額を県に納付

しなければならない。 

 

 （環境性能割の納付の方法） 

第137条の11 環境性能割の納税義務者は、第137条

の９第１項又は前条の規定により環境性能割を納

付する場合（法第170条の規定により当該環境性能

割に係る延滞金額を納付する場合を含む。）に

は、法第162条第１項の証紙に代えて、当該環境性

能割額（当該環境性能割に係る延滞金額を納付す

る場合を含む。）に相当する現金を納付しなけれ

ばならない。 

２ 知事は、前項の現金の納付があったときは、第

137条の９第１項又は前条の規定により提出すべき

申告書又は修正申告書に規則で定める納税済印を

押すものとする。ただし、情報通信技術を活用し

た行政の推進等に関する法律（平成14年法律第151

号）第６条第１項の規定により同項に規定する電

子情報処理組織を使用して新規登録又は移転登録

の申請を行い、併せて鳥取県行政手続等における

情報通信の技術の利用に関する条例第３条第１項

の規定により同項に規定する電子情報処理組織を

使用して第137条の９第１項の規定による申告書の

提出を行う場合は、この限りでない。 

 

 （環境性能割に係る不申告に関する過料） 

第137条の12 環境性能割の納税義務者が第137条の

９の規定により申告し、又は報告すべき事項につ

いて正当な理由がなくて申告又は報告をしなかっ

-17-



た場合には、その者に対し、10万円以下の過料を

科する。 

２ 前項の過料の額は、その情状により知事が定め

る。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納

入通知書で指定すべき納期限は、その発付の日か

ら10日以内とする。 

 

 （譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義

務の免除等に関する申告） 

第137条の13 法第164条第１項の規定の適用を受け

ようとする者は、知事が別に定める期日までに、

次に掲げる事項を記載した申告書に、譲渡担保財

産の設定に関する契約書の写しを添付して、知事

に提出しなければならない。 

(１) 譲渡担保設定者の住所又は所在地及び氏名

又は名称 

(２) 自動車の登録番号又は車両番号 

(３) 譲渡担保財産の設定をした年月日 

(４) 譲渡担保権者から譲渡担保設定者に当該担

保財産に係る自動車を移転した年月日 

２ 法第164条第２項の規定の適用を受けようとする

者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、譲渡

担保財産の設定に関する契約書の写しを添付し

て、第137条の９第１項の規定による申告をする際

に併せて知事に提出しなければならない。 

(１) 譲渡担保設定者の住所又は所在地及び氏名

又は名称 

(２) 自動車の登録番号又は車両番号 

(３) 譲渡担保財産の設定をした年月日 

(４) 譲渡担保財産により担保された債権の弁済

期限 

３ 法第164条第６項の規定による環境性能割の還付

を受けようとする者は、当該環境性能割の年度及

び税額並びに第１項各号に掲げる事項を記載した

還付申請書を知事に提出しなければならない。 

 

 （自動車の返還があった場合の環境性能割の納税義

務の免除等の申請） 

第137条の14 法第165条第１項の規定の適用を受け

ようとする者は、次に掲げる事項を記載した免除

申請書に、当該自動車の性能が良好でないことそ

の他同項の総務省令に定める理由により当該自動

車を自動車販売業者に返還したことを証する書類

を添付して知事に提出しなければならない。 
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(１) 免除を受けようとする環境性能割の年度及

び税額 

(２) 返還した自動車の種類、用途、車名、型式

及び車台番号 

(３) 返還した自動車の登録番号又は車両番号 

(４) 自動車を返還した年月日 

(５) 自動車の返還を受けた自動車販売業者の住

所又は所在地及び氏名又は名称 

(６) その他知事が必要であると認める事項 

２ 法第165条第２項の規定による環境性能割の還付

を受けようとする者は、当該環境性能割の年度及

び税額並びに前項各号に掲げる事項を記載した還

付申請書を知事に提出しなければならない。 

 

 （環境性能割に係る更正、決定等に関する通知） 

第137条の15 法第168条第４項の規定による更正又

は決定の通知、法第171条第７項の規定による過少

申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及

び法第172条第５項の規定による重加算金額の決定

の通知は、規則で定める通知書によって行う。 

 

 （環境性能割に係る不足税額等の納付手続） 

第137条の16 前条の通知を受けた者は、環境性能割

に係る不足税額、過少申告加算金額、不申告加算

金額又は重加算金額があるときは、それぞれ納付

書によってこれらを納付しなければならない。 

２ 前項の不足税額、過少申告加算金額、不申告加

算金額又は重加算金額に係る納期限は、前条の通

知をした日から１月を経過する日とする。 

 

      第３款 種別割 

 

（自動車税の税率） 

第138条 自動車税の税率は、１台について１年当た

り、次の各号に掲げる自動車税の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 次号から第５号までに掲げる自動車税以外

の自動車税 次の表の通常税率の欄に定める額 

(２) ガソリン自動車又は石油ガス自動車で平成

27年３月31日までに最初の新規登録（以下この

条及び次条において「初回新規登録」とい

う。）を受けたもの（電気自動車等、自家用乗

用車等、一般乗合用バス及び被けん引自動車

（次号において「対象外自動車」という。）を

除く。）に係る初回新規登録を受けた日から起

（種別割の税率） 

第138条 種別割の税率は、１台について１年当た

り、次の各号に掲げる種別割の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 次号から第５号までに掲げる種別割以外の

種別割 次の表の通常税率の欄に定める額 

(２) 法第149条第１項第４号に規定するガソリン

自動車又は同項第５号に規定する石油ガス自動

車で平成25年３月31日までに最初の新規登録を

受けたもの（天然ガス自動車、法附則第12条の

３第１項に規定するメタノール自動車、同項に

規定する混合メタノール自動車及び電力併用自

動車並びに一般乗合用のバス及び被けん引自動
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算して14年を経過した日の属する年度以後の年

度分の自動車税 次の表の重課税率の欄に定め

る額 

 

 

 

 

 

 

(３) 軽油自動車その他の前号に規定する自動車

以外の自動車で平成29年３月31日までに初回新

規登録を受けたもの（対象外自動車を除く。）

に係る初回新規登録を受けた日から起算して12

年を経過した日の属する年度以後の年度分の自

動車税 次の表の重課税率の欄に定める額 

 

 

(４) 法附則第12条の３第２項各号に掲げる自動

車で令和７年４月１日から令和10年３月31日ま

での間に初回新規登録を受けたものに係る当該

初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度

分の自動車税 次の表の軽課税率の欄に定める

額 

(５) 法附則第12条の３第３項各号に掲げる自動

車のうち営業用の乗用車で令和７年４月１日か

ら令和８年３月31日までの間に初回新規登録を

受けたものに係る令和８年度分の自動車税 次

の表の軽課税率の欄に定める額 

 

車（以下この条及び次条において「天然ガス自

動車等」という。）並びに自家用の乗用車（３

輪の小型自動車であるものを除く。）並びに特

種用途自動車のうち乗用車に類する教習車及び

キャンピング車（以下この条及び次条において

「自家用乗用車等」という。）を除く。）に係

る最初の新規登録を受けた日から起算して14年

を経過した日の属する年度以後の年度分の種別

割 次の表の重課税率の欄に定める額 

(３) 法第149条第１項第６号に規定する軽油自動

車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で

平成27年３月31日までに最初の新規登録を受け

たもの（天然ガス自動車等及び自家用乗用車等

を除く。）に係る最初の新規登録を受けた日か

ら起算して12年を経過した日の属する年度以後

の年度分の種別割 次の表の重課税率の欄に定

める額 

(４) 法附則第12条の３第２項各号に掲げる自動

車で令和４年４月１日から令和８年３月31日ま

での間に最初の新規登録を受けたものに係る当

該最初の新規登録を受けた日の属する年度の翌

年度分の種別割 次の表の最大軽課税率の欄に

定める額 

(５) 法附則第12条の３第３項各号に掲げる自動

車のうち営業用の自動車（前号の規定の適用を

受けるものを除く。）で令和４年４月１日から

令和７年３月31日までの間に最初の新規登録を

受けたものに係る当該最初の新規登録を受けた

日の属する年度の翌年度分の種別割 次の表の

最小軽課税率の欄に定める額 

自動車 通常税

率 

重課税

率 

軽課税率 

(１)

乗 用

車

（ ３

輪 の

小 型

自 動

車 で

あ る

も の

を 除

く。）

ア 

 

営

業

用 

ａ 総排気量が１

リットル以下の

もの 

7,500

円

8,600

円 

2,000円

ｂ 総排気量が１

リットルを超え

1.5リットル以下

のもの 

8,500

円

9,700

円 

2,500円

ｃ 総排気量が1.5

リットルを超え

２リットル以下

のもの 

9,500

円

10,900

円 

2,500円

ｄ 総排気量が２

リットルを超え

13,800

円

15,800

円 

3,500円

自動車 通常税

率 

重課税

率 

最大軽

課税率 

最小軽

課税率 

(１)

乗 用

車

（ ３

輪 の

小 型

自 動

車 で

あ る

も の

を 除

く。）

ア 

 

営

業

用 

ａ 総排気量が１

リットル以下の

もの 

7,500

円

8,600

円

2,000

円

4,000

円 

ｂ 総排気量が１

リットルを超え

1.5リットル以下

のもの 

8,500

円

9,700

円

2,500

円

4,500

円 

ｃ 総排気量が1.5

リットルを超え

２リットル以下

のもの 

9,500

円

10,900

円

2,500

円

5,000

円 

ｄ 総排気量が２

リットルを超え

13,800

円

15,800

円

3,500

円

7,000

円 
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2.5リットル以下

のもの 

ｅ 総排気量が2.5

リットルを超え

３リットル以下

のもの 

15,700

円

18,000

円 

4,000円

ｆ 総排気量が３

リットルを超え

3.5リットル以下

のもの 

17,900

円

20,500

円 

4,500円

ｇ 総排気量が3.5

リットルを超え

４リットル以下

のもの 

20,500

円

23,500

円 

5,500円

ｈ 総排気量が４

リットルを超え

4.5リットル以下

のもの 

23,600

円

27,100

円 

6,000円

ｉ 総排気量が4.5

リットルを超え

６リットル以下

のもの 

27,200

円

31,200

円 

7,000円

ｊ 総排気量が６

リットルを超え

るもの 

40,700

円

46,800

円 

10,500円

ｋ 電気自動車 7,500

円

 2,000円

イ 

 

自

家

用 

ａ 総排気量が１

リットル以下の

もの 

25,000

円

 6,500円

ｂ 総排気量が１

リットルを超え

1.5リットル以下

のもの 

30,500

円

 8,000円

ｃ 総排気量が1.5

リットルを超え

２リットル以下

のもの 

36,000

円

 9,000円

ｄ 総排気量が２

リットルを超え

2.5リットル以下

のもの 

43,500

円

 11,000円

ｅ 総排気量が2.5

リットルを超え

３リットル以下

50,000

円

 12,500円

2.5リットル以下

のもの 

ｅ 総排気量が2.5

リットルを超え

３リットル以下

のもの 

15,700

円

18,000

円

4,000

円

8,000

円 

ｆ 総排気量が３

リットルを超え

3.5リットル以下

のもの 

17,900

円

20,500

円

4,500

円

9,000

円 

ｇ 総排気量が3.5

リットルを超え

４リットル以下

のもの 

20,500

円

23,500

円

5,500

円

10,500

円 

ｈ 総排気量が４

リットルを超え

4.5リットル以下

のもの 

23,600

円

27,100

円

6,000

円

12,000

円 

ｉ 総排気量が4.5

リットルを超え

６リットル以下

のもの 

27,200

円

31,200

円

7,000

円

14,000

円 

ｊ 総排気量が６

リットルを超え

るもの 

40,700

円

46,800

円

10,500

円

20,500

円 

ｋ 電気自動車又

は水素自動車 

7,500

円

2,000

円

4,000

円 

イ 

 

自

家

用 

ａ 総排気量が１

リットル以下の

もの 

25,000

円

6,500

円

12,500

円 

ｂ 総排気量が１

リットルを超え

1.5リットル以下

のもの 

30,500

円

8,000

円

15,500

円 

ｃ 総排気量が1.5

リットルを超え

２リットル以下

のもの 

36,000

円

9,000

円

18,000

円 

ｄ 総排気量が２

リットルを超え

2.5リットル以下

のもの 

43,500

円

11,000

円

22,000

円 

ｅ 総排気量が2.5

リットルを超え

３リットル以下

50,000

円

12,500

円

25,000

円 
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のもの 

ｆ 総排気量が３

リットルを超え

3.5リットル以下

のもの 

57,000

円

 14,500円

ｇ 総排気量が3.5

リットルを超え

４リットル以下

のもの 

65,500

円

 16,500円

ｈ 総排気量が４

リットルを超え

4.5リットル以下

のもの 

75,500

円

 19,000円

ｉ 総排気量が4.5

リットルを超え

６リットル以下

のもの 

87,000

円

 22,000円

ｊ 総排気量が６

リットルを超え

るもの 

110,000

円

 27,500円

ｋ 電気自動車 25,000

円

 6,500円

(２)

ト

ラ ッ

ク

( ３

輪 の

小 型

自 動

車 で

あ る

も の

を 除

く。）

ア 

 

営

業

用 

ａ 最大積載量が

１トン以下のも

の 

6,500

円

7,100

円 

2,000円

ｂ 最大積載量が

１トンを超え２

トン以下のもの 

9,000

円

9,900

円 

2,500円

ｃ 最大積載量が

２トンを超え３

トン以下のもの 

12,000

円

13,200

円 

3,000円

ｄ 最大積載量が

３トンを超え４

トン以下のもの 

15,000

円

16,500

円 

4,000円

ｅ 最大積載量が

４トンを超え５

トン以下のもの 

18,500

円

20,300

円 

5,000円

ｆ 最大積載量が

５トンを超え６

トン以下のもの 

22,000

円

24,200

円 

5,500円

ｇ 最大積載量が

６トンを超え７

トン以下のもの 

25,500

円

28,000

円 

6,500円

ｈ 最大積載量が

７トンを超え８

29,500

円

32,400

円 

7,500円

のもの 

ｆ 総排気量が３

リットルを超え

3.5リットル以下

のもの 

57,000

円

14,500

円

28,500

円 

ｇ 総排気量が3.5

リットルを超え

４リットル以下

のもの 

65,500

円

16,500

円

33,000

円 

ｈ 総排気量が４

リットルを超え

4.5リットル以下

のもの 

75,500

円

19,000

円

38,000

円 

ｉ 総排気量が4.5

リットルを超え

６リットル以下

のもの 

87,000

円

22,000

円

43,500

円 

ｊ 総排気量が６

リットルを超え

るもの 

110,000

円

27,500

円

55,000

円 

ｋ 電気自動車又

は水素自動車 

25,000

円

6,500

円

12,500

円 

(２)

ト

ラ ッ

ク

( ３

輪 の

小 型

自 動

車 で

あ る

も の

を 除

く。）

ア 

 

営

業

用 

ａ 最大積載量が

１トン以下のも

の 

6,500

円

7,100

円

2,000

円

3,500

円 

ｂ 最大積載量が

１トンを超え２

トン以下のもの 

9,000

円

9,900

円

2,500

円

4,500

円 

ｃ 最大積載量が

２トンを超え３

トン以下のもの 

12,000

円

13,200

円

3,000

円

6,000

円 

ｄ 最大積載量が

３トンを超え４

トン以下のもの 

15,000

円

16,500

円

4,000

円

7,500

円 

ｅ 最大積載量が

４トンを超え５

トン以下のもの 

18,500

円

20,300

円

5,000

円

9,500

円 

ｆ 最大積載量が

５トンを超え６

トン以下のもの 

22,000

円

24,200

円

5,500

円

11,000

円 

ｇ 最大積載量が

６トンを超え７

トン以下のもの 

25,500

円

28,000

円

6,500

円

13,000

円 

ｈ 最大積載量が

７トンを超え８

29,500

円

32,400

円

7,500

円

15,000

円 
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トン以下のもの 

ｉ 最大積載量が

８トンを超える

もの 

29,500

円に最

大積載

量が８

トンを

超える

部分１

トンま

でごと

に

4,700

円を加

算した

額 

32,400

円に最

大積載

量が８

トンを

超える

部分１

トンま

でごと

に

5,100

円を加

算した

額 

7,500 円 に 最

大積載量が８

トンを超える

部分１トンま

で ご と に

1,200 円 を 加

算した額 

ｊ 小型自動車に

属するけん引車 

7,500

円

8,200

円 

2,000円

ｋ 普通自動車に

属するけん引車 

15,100

円

16,600

円 

4,000円

ｌ 小型自動車に

属する被けん引

車 

3,900

円

 

ｍ 

普

通

自

動

車

に

属

す

る

被

け

ん

引

車 

(ａ) 最大

積載量が

８トン以

下のもの 

7,500

円

 

(ｂ) 最大

積載量が

８トンを

超えるも

の 

7,500

円に最

大積載

量が８

トンを

超える

部分１

トンま

でごと

に

3,800

円を加

算した

額 

  

ｎ  総 容 積 が １

リットルを超え

るロータリー・

エンジンを備え

乗車定員が４人

12,800

円

14,000

円 

3,500円

トン以下のもの 

ｉ 最大積載量が

８トンを超える

もの 

29,500

円に最

大積載

量が８

トンを

超える

部分１

トンま

でごと

に

4,700

円を加

算した

額 

32,400

円に最

大積載

量が８

トンを

超える

部分１

トンま

でごと

に

5,100

円を加

算した

額 

7,500

円に最

大積載

量が８

トンを

超える

部分１

トンま

でごと

に

1,200

円を加

算した

額 

15,000

円に最

大積載

量が８

トンを

超える

部分１

トンま

でごと

に

2,400

円を加

算した

額 

ｊ 小型自動車に

属するけん引車 

7,500

円

8,200

円

2,000

円

4,000

円 

ｋ 普通自動車に

属するけん引車 

15,100

円

16,600

円

4,000

円

8,000

円 

ｌ 小型自動車に

属する被けん引

車 

3,900

円

 

ｍ 

普

通

自

動

車

に

属

す

る

被

け

ん

引

車 

(ａ) 最大

積載量が

８トン以

下のもの 

7,500

円

 

(ｂ) 最大

積載量が

８トンを

超えるも

の 

7,500

円に最

大積載

量が８

トンを

超える

部分１

トンま

でごと

に

3,800

円を加

算した

額 

   

ｎ  総 容 積 が １

リットルを超え

るロータリー・

エンジンを備え

乗車定員が４人

12,800

円

14,000

円

3,500

円

6,500

円 
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以上のもの 

イ 

 

自

家

用 

ａ 最大積載量が

１トン以下のも

の 

8,000

円

8,800

円 

2,000円

ｂ 最大積載量が

１トンを超え２

トン以下のもの 

11,500

円

12,600

円 

3,000円

ｃ 最大積載量が

２トンを超え３

トン以下のもの 

16,000

円

17,600

円 

4,000円

ｄ 最大積載量が

３トンを超え４

トン以下のもの 

20,500

円

22,500

円 

5,500円

ｅ 最大積載量が

４トンを超え５

トン以下のもの 

25,500

円

28,000

円 

6,500円

ｆ 最大積載量が

５トンを超え６

トン以下のもの 

30,000

円

33,000

円 

7,500円

ｇ 最大積載量が

６トンを超え７

トン以下のもの 

35,000

円

38,500

円 

9,000円

ｈ 最大積載量が

７トンを超え８

トン以下のもの 

40,500

円

44,500

円 

10,500円

ｉ 最大積載量が

８トンを超える

もの 

40,500

円に最

大積載

量が８

トンを

超える

部分１

トンま

でごと

に

6,300

円を加

算した

額 

44,500

円に最

大積載

量が８

トンを

超える

部分１

トンま

でごと

に

6,900

円を加

算した

額 

10,500円に最

大積載量が８

トンを超える

部分１トンま

で ご と に

1,600 円 を 加

算した額 

ｊ 小型自動車に

属するけん引車 

10,200

円

11,200

円 

3,000円

ｋ 普通自動車に

属するけん引車 

20,600

円

22,600

円 

5,500円

ｌ 小型自動車に

属する被けん引

5,300

円

  

以上のもの 

イ 

 

自

家

用 

ａ 最大積載量が

１トン以下のも

の 

8,000

円

8,800

円

2,000

円

4,000

円 

ｂ 最大積載量が

１トンを超え２

トン以下のもの 

11,500

円

12,600

円

3,000

円

6,000

円 

ｃ 最大積載量が

２トンを超え３

トン以下のもの 

16,000

円

17,600

円

4,000

円

8,000

円 

ｄ 最大積載量が

３トンを超え４

トン以下のもの 

20,500

円

22,500

円

5,500

円

10,500

円 

ｅ 最大積載量が

４トンを超え５

トン以下のもの 

25,500

円

28,000

円

6,500

円

13,000

円 

ｆ 最大積載量が

５トンを超え６

トン以下のもの 

30,000

円

33,000

円

7,500

円

15,000

円 

ｇ 最大積載量が

６トンを超え７

トン以下のもの 

35,000

円

38,500

円

9,000

円

17,500

円 

ｈ 最大積載量が

７トンを超え８

トン以下のもの 

40,500

円

44,500

円

10,500

円

20,500

円 

ｉ 最大積載量が

８トンを超える

もの 

40,500

円に最

大積載

量が８

トンを

超える

部分１

トンま

でごと

に

6,300

円を加

算した

額 

44,500

円に最

大積載

量が８

トンを

超える

部分１

トンま

でごと

に

6,900

円を加

算した

額 

10,500

円に最

大積載

量が８

トンを

超える

部分１

トンま

でごと

に

1,600

円を加

算した

額 

20,500

円に最

大積載

量が８

トンを

超える

部分１

トンま

でごと

に

3,200

円を加

算した

額 

ｊ 小型自動車に

属するけん引車 

10,200

円

11,200

円

3,000

円

5,500

円 

ｋ 普通自動車に

属するけん引車 

20,600

円

22,600

円

5,500

円

10,500

円 

ｌ 小型自動車に

属する被けん引

5,300

円
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車 

ｍ 

普

通

自

動

車

に

属

す

る

被

け

ん

引

車 

(ａ) 最大

積載量が

８トン以

下のもの 

10,200

円

  

(ｂ) 最大

積載量が

８トンを

超えるも

の 

10,200

円に最

大積載

量が８

トンを

超える

部分１

トンま

でごと

に

5,100

円を加

算した

額 

  

ｎ  総 容 積 が １

リットル以下の

ロータリー・エ

ンジンを備えた

もの 

14,300

円

15,700

円 

4,000円

ｏ  総 容 積 が １

リットルを超え

るロータリー・

エンジンを備え

たもの 

16,000

円

17,600

円 

4,000円

(３)

バ ス

（ ３

輪 の

小 型

自 動

車 で

あ る

も の

を 除

く。）

ア 

 

営

業

用 

(ア)

一般

乗合

用バ

ス 

ａ 乗車定

員が30人

以下のも

の 

12,000

円

 3,000円

ｂ 乗車定

員が30人

を超え40

人以下の

もの 

14,500

円

 4,000円

ｃ 乗車定

員が40人

を超え50

人以下の

もの 

17,500

円

 4,500円

ｄ 乗車定

員が50人

20,000

円

 5,000円

車 

ｍ 

普

通

自

動

車

に

属

す

る

被

け

ん

引

車 

(ａ) 最大

積載量が

８トン以

下のもの 

10,200

円

 

(ｂ) 最大

積載量が

８トンを

超えるも

の 

10,200

円に最

大積載

量が８

トンを

超える

部分１

トンま

でごと

に

5,100

円を加

算した

額 

   

ｎ  総 容 積 が １

リットル以下の

ロータリー・エ

ンジンを備えた

もの 

14,300

円

15,700

円

4,000

円

7,500

円 

ｏ  総 容 積 が １

リットルを超え

るロータリー・

エンジンを備え

たもの 

16,000

円

17,600

円

4,000

円

8,000

円 

(３)

バ ス

（ ３

輪 の

小 型

自 動

車 で

あ る

も の

を 除

く。）

ア 

 

営

業

用 

(ア)

一般

乗合

用の

もの

( 道

路運

送法

第５

条第

１項

第３

号に

規定

する

路線

ａ 乗車定

員が30人

以下のも

の 

12,000

円

3,000

円

6,000

円 

ｂ 乗車定

員が30人

を超え40

人以下の

もの 

14,500

円

4,000

円

7,500

円 

ｃ 乗車定

員が40人

を超え50

人以下の

もの 

17,500

円

4,500

円

9,000

円 

ｄ 乗車定

員が50人

20,000

円

5,000

円

10,000

円 
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を超え60

人以下の

もの 

ｅ 乗車定

員が60人

を超え70

人以下の

もの 

22,500

円

 6,000円

ｆ 乗車定

員が70人

を超え80

人以下の

もの 

25,500

円

 6,500円

ｇ 乗車定

員が80人

を超える

もの 

29,000

円

 7,500円

(イ)

一般

乗合

用バ

ス以

外の

もの 

ａ 乗車定

員が30人

以下のも

の 

26,500

円

29,100

円 

7,000円

ｂ 乗車定

員が30人

を超え40

人以下の

もの 

32,000

円

35,200

円 

8,000円

ｃ 乗車定

員が40人

を超え50

人以下の

もの 

38,000

円

41,800

円 

9,500円

ｄ 乗車定

員が50人

を超え60

人以下の

もの 

44,000

円

48,400

円 

11,000円

ｅ 乗車定

員が60人

を超え70

人以下の

もの 

50,500

円

55,500

円 

13,000円

ｆ 乗車定

員が70人

を超え80

人以下の

57,000

円

62,700

円 

14,500円

定期

運行

の用

に供

する

もの

をい

う。

以下

この

節に

おい

て同

じ。） 

を超え60

人以下の

もの 

ｅ 乗車定

員が60人

を超え70

人以下の

もの 

22,500

円

6,000

円

11,500

円 

ｆ 乗車定

員が70人

を超え80

人以下の

もの 

25,500

円

6,500

円

13,000

円 

ｇ 乗車定

員が80人

を超える

もの 

29,000

円

7,500

円

14,500

円 

(イ)

一般

乗合

用の

もの

以外

のも

の 

ａ 乗車定

員が30人

以下のも

の 

26,500

円

29,100

円

7,000

円

13,500

円 

ｂ 乗車定

員が30人

を超え40

人以下の

もの 

32,000

円

35,200

円

8,000

円

16,000

円 

ｃ 乗車定

員が40人

を超え50

人以下の

もの 

38,000

円

41,800

円

9,500

円

19,000

円 

ｄ 乗車定

員が50人

を超え60

人以下の

もの 

44,000

円

48,400

円

11,000

円

22,000

円 

ｅ 乗車定

員が60人

を超え70

人以下の

もの 

50,500

円

55,500

円

13,000

円

25,500

円 

ｆ 乗車定

員が70人

を超え80

人以下の

57,000

円

62,700

円

14,500

円

28,500

円 
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もの 

ｇ 乗車定

員が80人

を超える

もの 

64,000

円

70,400

円 

16,000円

イ 

 

自

家

用 

(ア)

(イ)

に掲

げる

もの

以外

のも

の 

ａ 乗車定

員が30人

以下のも

の 

33,000

円

36,300

円 

8,500円

ｂ 乗車定

員が30人

を超え40

人以下の

もの 

41,000

円

45,100

円 

10,500円

ｃ 乗車定

員が40人

を超え50

人以下の

もの 

49,000

円

53,900

円 

12,500円

ｄ 乗車定

員が50人

を超え60

人以下の

もの 

57,000

円

62,700

円 

14,500円

ｅ 乗車定

員が60人

を超え70

人以下の

もの 

65,500

円

72,000

円 

16,500円

ｆ 乗車定

員が70人

を超え80

人以下の

もの 

74,000

円

81,400

円 

18,500円

ｇ 乗車定

員が80人

を超える

もの 

83,000

円

91,300

円 

21,000円

(イ) 学校教育法

第１条に規定す

る学校又は就学

前の子どもに関

する教育、保育

等の総合的な提

供の推進に関す

ア

(ア)に

定める

額 

ア

(ア)に

定める

額 

ア(ア)に定

める額 

もの 

ｇ 乗車定

員が80人

を超える

もの 

64,000

円

70,400

円

16,000

円

32,000

円 

イ 

 

自

家

用 

(ア)

(イ)

に掲

げる

もの

以外

のも

の 

ａ 乗車定

員が30人

以下のも

の 

33,000

円

36,300

円

8,500

円

16,500

円 

ｂ 乗車定

員が30人

を超え40

人以下の

もの 

41,000

円

45,100

円

10,500

円

20,500

円 

ｃ 乗車定

員が40人

を超え50

人以下の

もの 

49,000

円

53,900

円

12,500

円

24,500

円 

ｄ 乗車定

員が50人

を超え60

人以下の

もの 

57,000

円

62,700

円

14,500

円

28,500

円 

ｅ 乗車定

員が60人

を超え70

人以下の

もの 

65,500

円

72,000

円

16,500

円

33,000

円 

ｆ 乗車定

員が70人

を超え80

人以下の

もの 

74,000

円

81,400

円

18,500

円

37,000

円 

ｇ 乗車定

員が80人

を超える

もの 

83,000

円

91,300

円

21,000

円

41,500

円 

(イ) 学校教育法

第１条に規定す

る学校又は就学

前の子どもに関

する教育、保育

等の総合的な提

供の推進に関す

ア

(ア)に

定める

額 

ア

(ア)に

定める

額 

ア

(ア)に

定める

額 

ア

(ア)に

定める

額 
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る法律（平成18

年法律第77号）

第２条第７項に

規定する幼保連

携型認定こども

園が所有し、か

つ、専らその学

生、生徒、児童

又は幼児の通学

の用に用いるも

の 

(４)

特 種

用 途

自 動

車

( ３

輪 の

小 型

自 動

車 で

あ る

も の

を 除

く。） 

ア 

 

営

業

用 

(ア)

霊

きゅ

う車 

ａ 乗車定

員が３人

以下のも

の 

6,500

円

7,400

円 

2,000円

ｂ 乗車定

員が４人

以上のも

の 

12,000

円

13,800

円 

3,000円

(イ)

その

他 

ａ 

 

最

大

積

載

量

の

定

め

の

な

い

も

の

又

は

最

大

積

載

量

が

１

ト

ン

(ａ) 車

両重量

が２ト

ン以下

のもの 

6,500

円

7,100

円 

2,000円

(ｂ) 車

両重量

が２ト

ンを超

え４ト

ン以下

のもの 

9,000

円

9,900

円 

2,500円

(ｃ) 車

両重量

が４ト

ンを超

え６ト

ン以下

のもの 

12,000

円

13,200

円 

3,000円

(ｄ) 車

両重量

が６ト

ンを超

え８ト

ン以下

のもの 

15,000

円

16,500

円 

4,000円

る法律（平成18

年法律第77号）

第２条第７項に

規定する幼保連

携型認定こども

園が所有し、か

つ、専らその学

生、生徒、児童

又は幼児の通学

の用に用いるも

の 

(４)

特 種

用 途

自 動

車

（ ３

輪 の

小 型

自 動

車 で

あ る

も の

を 除

く。） 

ア 

 

営

業

用 

(ア)

霊

きゅ

う車 

ａ 乗車定

員が３人

以下のも

の 

6,500

円

7,400

円

2,000

円

3,500

円 

ｂ 乗車定

員が４人

以上のも

の 

12,000

円

13,800

円

3,000

円

6,000

円 

(イ)

その

他 

ａ 

 

最

大

積

載

量

の

定

め

の

な

い

も

の

又

は

最

大

積

載

量

が

１

ト

ン

(ａ) 車

両重量

が２ト

ン以下

のもの 

6,500

円

7,100

円

2,000

円

3,500

円 

(ｂ) 車

両重量

が２ト

ンを超

え４ト

ン以下

のもの 

9,000

円

9,900

円

2,500

円

4,500

円 

(ｃ) 車

両重量

が４ト

ンを超

え６ト

ン以下

のもの 

12,000

円

13,200

円

3,000

円

6,000

円 

(ｄ) 車

両重量

が６ト

ンを超

え８ト

ン以下

のもの 

15,000

円

16,500

円

4,000

円

7,500

円 
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以

下

の

も

の 

(ｅ) 車

両重量

が８ト

ンを超

え10ト

ン以下

のもの 

18,500

円

20,300

円 

5,000円

(ｆ) 車

両重量

が10ト

ンを超

え12ト

ン以下

のもの 

22,000

円

24,200

円 

5,500円

(ｇ) 車

両重量

が12ト

ンを超

え14ト

ン以下

のもの 

25,500

円

28,000

円 

6,500円

(ｈ) 車

両重量

が14ト

ンを超

え16ト

ン以下

のもの 

29,500

円

32,400

円 

7,500円

(ｉ) 車

両重量

が16ト

ンを超

えるも

の 

29,500

円に車

両重量

が16ト

ンを超

える部

分２ト

ンまで

ごとに

4,700

円を加

算した

額（そ

の額が

48,300

円を超

えると

32,400

円に車

両重量

が16ト

ンを超

える部

分２ト

ンまで

ごとに

5,100

円を加

算した

額（そ

の額が

52,800

円を超

えると

7,500 円 に 車

両重量が16ト

ンを超える部

分２トンまで

ご と に 1,200

円を加算した

額（その額が

12,300円を超

えるときは、

12,300円） 

以

下

の

も

の 

(ｅ) 車

両重量

が８ト

ンを超

え10ト

ン以下

のもの 

18,500

円

20,300

円

5,000

円

9,500

円 

(ｆ) 車

両重量

が10ト

ンを超

え12ト

ン以下

のもの 

22,000

円

24,200

円

5,500

円

11,000

円 

(ｇ) 車

両重量

が12ト

ンを超

え14ト

ン以下

のもの 

25,500

円

28,000

円

6,500

円

13,000

円 

(ｈ) 車

両重量

が14ト

ンを超

え16ト

ン以下

のもの 

29,500

円

32,400

円

7,500

円

15,000

円 

(ｉ) 車

両重量

が16ト

ンを超

えるも

の 

29,500

円に車

両重量

が16ト

ンを超

える部

分２ト

ンまで

ごとに

4,700

円を加

算した

額（そ

の額が

48,300

円を超

えると

32,400

円に車

両重量

が16ト

ンを超

える部

分２ト

ンまで

ごとに

5,100

円を加

算した

額（そ

の額が

52,800

円を超

えると

7,500

円に車

両重量

が16ト

ンを超

える部

分２ト

ンまで

ごとに

1,200

円を加

算した

額（そ

の額が

12,300

円を超

えると

15,000

円に車

両重量

が16ト

ンを超

える部

分２ト

ンまで

ごとに

2,400

円を加

算した

額（そ

の額が

24,600

円を超

えると
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きは、

48,300

円） 

きは、

52,800

円） 

ｂ 最大積

載量が１

トンを超

えるもの 

(２)

アに定

める額

(２)

アに定

める額 

(２)アに定

める額 

ｃ ３輪の

小型自動

車に属す

るもの 

4,500

円

5,100

円 

1,500円

イ 

 

自

家

用 

(ア)

教習

車 

ａ 乗用車

に類する

もの 

(１)

イに定

める額

 (１)イに定

める額 

ｂ トラッ

クに類す

るもの 

(２)

イに定

める額

(２)

イに定

める額 

(２)イに定

める額 

ｃ バスに

類するも

の 

(３)

イ(ア)

に定め

る額 

(３)

イ(ア)

に定め

る額 

(３)イ(ア)

に定める額 

(イ)

キャ

ンピ

ン

グ・

ト

レー

ラー 

ａ 普通自

動車に属

するもの 

10,200

円

 

ｂ ４輪以

上の小型

自動車に

属するも

の 

5,300

円

 

(ウ)

キャ

ンピ

ング

車 

ａ 総排気

量 が １

リットル

以下のも

の 

20,000

円

 5,000円

ｂ 総排気

量 が １

リットル

を超え1.5

リットル

以下のも

の 

24,400

円

 6,500円

ｃ 総排気

量 が 1.5

リットル

を超え２

28,800

円

 7,500円

きは、

48,300

円） 

きは、

52,800

円） 

きは、

12,300

円） 

きは、

24,600

円） 

ｂ 最大積

載量が１

トンを超

えるもの 

(２)

アに定

める額

(２)

アに定

める額 

(２)

アに定

める額 

(２)

アに定

める額 

ｃ ３輪の

小型自動

車に属す

るもの 

4,500

円

5,100

円

1,500

円

2,500

円 

イ 

 

自

家

用 

(ア)

教習

車 

ａ 乗用車

に類する

もの 

(１)

イに定

める額

 (１)

イに定

める額 

(１)

イに定

める額 

ｂ トラッ

クに類す

るもの 

(２)

イに定

める額

(２)

イに定

める額 

(２)

イに定

める額 

(２)

イに定

める額 

ｃ バスに

類するも

の 

(３)

イ(ア)

に定め

る額 

(３)

イ(ア)

に定め

る額 

(３)

イ(ア)

に定め

る額 

(３)

イ(ア)

に定め

る額 

(イ)

キャ

ンピ

ン

グ・

ト

レー

ラー 

ａ 普通自

動車に属

するもの 

10,200

円

 

ｂ ４輪以

上の小型

自動車に

属するも

の 

5,300

円

 

(ウ)

キャ

ンピ

ング

車 

ａ 総排気

量 が １

リットル

以下のも

の 

20,000

円

5,000

円

10,000

円 

ｂ 総排気

量 が １

リットル

を超え1.5

リットル

以下のも

の 

24,400

円

6,500

円

12,500

円 

ｃ 総排気

量 が 1.5

リットル

を超え２

28,800

円

7,500

円

14,500

円 
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リットル

以下のも

の 

ｄ 総排気

量 が ２

リットル

を超え2.5

リットル

以下のも

の 

34,800

円

 9,000円

ｅ 総排気

量 が 2.5

リットル

を超え３

リットル

以下のも

の 

40,000

円

 10,000円

ｆ 総排気

量 が ３

リットル

を超え3.5

リットル

以下のも

の 

45,600

円

 11,500円

ｇ 総排気

量 が 3.5

リットル

を超え４

リットル

以下のも

の 

52,400

円

 13,500円

ｈ 総排気

量 が ４

リットル

を超え4.5

リットル

以下のも

の 

60,400

円

 15,500円

ｉ 総排気

量 が 4.5

リットル

を超え６

リットル

以下のも

の 

69,600

円

 17,500円

リットル

以下のも

の 

ｄ 総排気

量 が ２

リットル

を超え2.5

リットル

以下のも

の 

34,800

円

9,000

円

17,500

円 

ｅ 総排気

量 が 2.5

リットル

を超え３

リットル

以下のも

の 

40,000

円

10,000

円

20,000

円 

ｆ 総排気

量 が ３

リットル

を超え3.5

リットル

以下のも

の 

45,600

円

11,500

円

23,000

円 

ｇ 総排気

量 が 3.5

リットル

を超え４

リットル

以下のも

の 

52,400

円

13,500

円

26,500

円 

ｈ 総排気

量 が ４

リットル

を超え4.5

リットル

以下のも

の 

60,400

円

15,500

円

30,500

円 

ｉ 総排気

量 が 4.5

リットル

を超え６

リットル

以下のも

の 

69,600

円

17,500

円

35,000

円 
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ｊ 総排気

量 が ６

リットル

を超える

もの 

88,000

円

 22,000円

ｋ 電気自

動車 

 

 

20,000

円

 5,000円

(エ)

そ

の

他 

ａ 

最

大

積

載

量

の

定

め

の

な

い

も

の

又

は

最

大

積

載

量

が

１

ト

ン

以

下

の

も

の 

(ａ) 車

両重量

が２ト

ン以下

のもの 

8,000

円

8,800

円 

2,000円

(ｂ) 車

両重量

が２ト

ンを超

え４ト

ン以下

のもの 

11,500

円

12,600

円 

3,000円

(ｃ) 車

両重量

が４ト

ンを超

え６ト

ン以下

のもの 

16,000

円

17,600

円 

4,000円

(ｄ) 車

両重量

が６ト

ンを超

え８ト

ン以下

のもの 

20,500

円

22,500

円 

5,500円

(ｅ) 車

両重量

が８ト

ンを超

え10ト

ン以下

のもの 

25,500

円

28,000

円 

6,500円

(ｆ) 車

両重量

が10ト

30,000

円

33,000

円 

7,500円

ｊ 総排気

量 が ６

リットル

を超える

もの 

88,000

円

22,000

円

44,000

円 

ｋ 電気自

動車又は

水素自動

車 

20,000

円

5,000

円

10,000

円 

(エ)

そ

の

他 

ａ 

最

大

積

載

量

の

定

め

の

な

い

も

の

又

は

最

大

積

載

量

が

１

ト

ン

以

下

の

も

の 

(ａ) 車

両重量

が２ト

ン以下

のもの 

8,000

円

8,800

円

2,000

円

4,000

円 

(ｂ) 車

両重量

が２ト

ンを超

え４ト

ン以下

のもの 

11,500

円

12,600

円

3,000

円

6,000

円 

(ｃ) 車

両重量

が４ト

ンを超

え６ト

ン以下

のもの 

16,000

円

17,600

円

4,000

円

8,000

円 

(ｄ) 車

両重量

が６ト

ンを超

え８ト

ン以下

のもの 

20,500

円

22,500

円

5,500

円

10,500

円 

(ｅ) 車

両重量

が８ト

ンを超

え10ト

ン以下

のもの 

25,500

円

28,000

円

6,500

円

13,000

円 

(ｆ) 車

両重量

が10ト

30,000

円

33,000

円

7,500

円

15,000

円 
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ンを超

え12ト

ン以下

のもの 

(ｇ) 車

両重量

が12ト

ンを超

え14ト

ン以下

のもの 

35,000

円

38,500

円 

9,000円

(ｈ) 車

両重量

が14ト

ンを超

え16ト

ン以下

のもの 

40,500

円

44,500

円 

10,500円

(ｉ) 車

両重量

が16ト

ンを超

えるも

の 

40,500

円に車

両重量

が16ト

ンを超

える部

分２ト

ンまで

ごとに

6,300

円を加

算した

額（そ

の額が

65,700

円を超

えると

きは、

65,700

円） 

44,500

円に車

両重量

が16ト

ンを超

える部

分２ト

ンまで

ごとに

6,900

円を加

算した

額（そ

の額が

72,100

円を超

えると

きは、

72,100

円） 

10,500円に車

両重量が16ト

ンを超える部

分２トンまで

ご と に 1,600

円を加算した

額（その額が

16,900円を超

えるときは、

16,900円） 

ｂ 最大積

載量が１

トンを超

えるもの 

(２)

イに定

める額

(２)

イに定

める額 

(２)イに定

める額 

ｃ ３輪の

小型自動

車に属す

6,000

円

6,900

円 

1,500円

ンを超

え12ト

ン以下

のもの 

(ｇ) 車

両重量

が12ト

ンを超

え14ト

ン以下

のもの 

35,000

円

38,500

円

9,000

円

17,500

円 

(ｈ) 車

両重量

が14ト

ンを超

え16ト

ン以下

のもの 

40,500

円

44,500

円

10,500

円

20,500

円 

(ｉ) 車

両重量

が16ト

ンを超

えるも

の 

40,500

円に車

両重量

が16ト

ンを超

える部

分２ト

ンまで

ごとに

6,300

円を加

算した

額（そ

の額が

65,700

円を超

えると

きは、

65,700

円） 

44,500

円に車

両重量

が16ト

ンを超

える部

分２ト

ンまで

ごとに

6,900

円を加

算した

額（そ

の額が

72,100

円を超

えると

きは、

72,100

円） 

10,500

円に車

両重量

が16ト

ンを超

える部

分２ト

ンまで

ごとに

1,600

円を加

算した

額（そ

の額が

16,900

円を超

えると

きは、

16,900

円） 

20,500

円に車

両重量

が16ト

ンを超

える部

分２ト

ンまで

ごとに

3,200

円を加

算した

額（そ

の額が

33,300

円を超

えると

きは、

33,300

円） 

ｂ 最大積

載量が１

トンを超

えるもの 

(２)

イに定

める額

(２)

イに定

める額 

(２)

イに定

める額 

(２)

イに定

める額 

ｃ ３輪の

小型自動

車に属す

6,000

円

6,900

円

1,500

円

3,000

円 
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るもの 

(５)

３ 輪

の 小

型 自

動車 

ア 

 

営

業

用 

ａ 小型自動車に

属するもの 

4,500

円

5,100

円 

1,500円

ｂ ３輪の小型自

動車に属するけ

ん引車 

3,900

円

4,400

円 

1,000円

ｃ ３輪の小型自

動車に属する被

けん引車 

3,900

円

 

イ 

 

自

家

用 

ａ 小型自動車に

属するもの 

6,000

円

6,900

円 

1,500円

ｂ ３輪の小型自

動車に属するけ

ん引車 

5,300

円

6,000

円 

1,500円

ｃ ３輪の小型自

動車に属する被

けん引車 

5,300

円

 

備考 ロータリー・エンジンを備えたものにあっては、総

容積（ロータリー・エンジンの１の作動室の容積にロー

ター数を乗じて得た容積をいう。）に1.5を乗じて得た容

積を総排気量とする（次項の表及び次条の表において同

じ。）。 
 

るもの 

(５)

３ 輪

の 小

型 自

動車 

ア 

 

営

業

用 

ａ 小型自動車に

属するもの 

4,500

円

5,100

円

1,500

円

2,500

円 

ｂ ３輪の小型自

動車に属するけ

ん引車 

3,900

円

4,400

円

1,000

円

2,000

円 

ｃ ３輪の小型自

動車に属する被

けん引車 

3,900

円

 

イ 

 

自

家

用 

ａ 小型自動車に

属するもの 

6,000

円

6,900

円

1,500

円

3,000

円 

ｂ ３輪の小型自

動車に属するけ

ん引車 

5,300

円

6,000

円

1,500

円

3,000

円 

ｃ ３輪の小型自

動車に属する被

けん引車 

5,300

円

 

備考 

１ 総排気量とは、ロータリー・エンジンを備えたもの

にあっては、総容積に1.5を乗じて得た容積をいう。 

２ 総容積とは、ロータリー・エンジンの１の作動室の

容積にローター数を乗じて得た容積をいう。 
 

２ 前項の表(２)アのａからｍまで及び(２)イのａ

からｍまでに掲げる自動車のうち最大乗車定員が

４人以上であるものに係る自動車税の税率は、同

項の規定にかかわらず、１台について１年当た

り、同項に定める額に、同項第１号に掲げる自動

車税にあっては次の表の通常税率の欄に定める額

を、同項第２号又は第３号に掲げる自動車税に

あっては同表の重課税率の欄に定める額を、同項

第４号に掲げる自動車税にあっては同表の軽課税

率の欄に定める額を、それぞれ加算した額とす

る。 

２ 前項の表(２)アのａからｍまで及び(２)イのａ

からｍまでに掲げる自動車のうち最大乗車定員が

４人以上であるものに係る種別割の税率は、同項

の規定にかかわらず、１台について１年当たり、

同項に定める額に、同項第１号に掲げる種別割に

あっては次の表の通常税率の欄に定める額を、同

項第２号又は第３号に掲げる種別割にあっては同

表の重課税率の欄に定める額を、同項第４号に掲

げる種別割にあっては同表の最大軽課税率の欄に

定める額を、同項第５号に掲げる種別割にあって

は同表の最小軽課税率の欄に定める額を、それぞ

れ加算した額とする。 

自動車 通 常

税率 

重 課

税率 

軽課税率 

 

 

営

業

用 

総排気量が１

リットル以下

のもの 

3,700

円 

4,100

円 

1,000円 

総排気量が１

リットルを超

え1.5リット

ル以下のもの 

4,700

円 

5,200

円 

 

1,200円 

 

自動車 通 常

税率 

重 課

税率 

最 大

軽 課

税率 

最 小

軽 課

税率 

営

業

用 

総排気量が１

リットル以下

のもの 

3,700

円 

4,100

円 

1,000

円 

1,800

円 

総排気量が１

リットルを超

え1.5リット

ル以下のもの 

4,700

円 

5,200

円 

 

1,200

円 

 

2,300

円 
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総 排 気 量 が

1.5リットル

を超えるもの 

6,300

円 

6,900

円 

1,600円 

電気自動車 3,700

円 

 1,000円 

自

家

用 

総排気量が１

リットル以下

のもの 

5,200

円 

5,700

円 

1,300円 

総排気量が１

リットルを超

え1.5リット

ル以下のもの 

6,300

円 

6,900

円 

1,600円 

総 排 気 量 が

1.5リットル

を超えるもの 

8,000

円 

8,800

円 

2,000円 

電気自動車 5,200

円 

 1,300円 

 

総 排 気 量 が

1.5リットル

を超えるもの 

6,300

円 

6,900

円 

1,600

円 

3,200

円 

電気自動車又

は水素自動車 

3,700

円 

 1,000

円 

1,800

円 

自

家

用 

総排気量が１

リットル以下

のもの 

5,200

円 

5,700

円 

1,300

円 

2,600

円 

総排気量が１

リットルを超

え1.5リット

ル以下のもの 

6,300

円 

6,900

円 

1,600

円 

3,200

円 

総 排 気 量 が

1.5リットル

を超えるもの 

8,000

円 

8,800

円 

2,000

円 

4,000

円 

電気自動車又

は水素自動車 

5,200

円 

 1,300

円 

2,600

円 
 

  

第139条 令和元年９月30日までに初回新規登録を受

けた自家用乗用車等であって、鳥取県税条例等の

一部を改正する条例（平成28年鳥取県条例第33

号）第３条の規定による改正前の鳥取県税条例

（以下この条において「旧条例」という。）第135

条第１項の規定により旧条例に規定する自動車税

を課されたもの（同日までに初回新規登録を受け

た自家用乗用車等であって地方税法等の一部を改

正する等の法律（平成28年法律第13号）第２条の

規定による改正前の地方税法第146条その他の地方

税に関する法律並びに旧条例第136条、第137条及

び第137条の２の規定により旧条例に規定する自動

車税を課されなかったものを含む。）又は同日ま

でに法の施行地外において道路運送車両法第２条

第５項に規定する運行に相当するものとして総務

省令で定めるものの用に供されたことがある自家

用乗用車等であって令和元年10月１日以後に初回

新規登録を受けたものに対して課する自動車税の

税率は、前条の規定にかかわらず、１台について

１年当たり、次の各号に掲げる自動車税の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 次号及び第３号に掲げる自動車税以外の自

動車税 次の表の通常税率の欄に定める額 

(２) ガソリン自動車又は石油ガス自動車で平成

27年３月31日までに初回新規登録を受けたもの

（電気自動車等を除く。）に係る初回新規登録

を受けた日から起算して14年を経過した日の属

第139条 令和元年９月30日までに最初の新規登録を

受けた自家用乗用車等であって、鳥取県税条例等

の一部を改正する条例（平成28年鳥取県条例第33

号）第３条の規定による改正前の鳥取県税条例

（以下この条において「旧条例」という。）第135

条第１項の規定により旧条例に規定する自動車税

を課されたもの（同日までに最初の新規登録を受

けた自家用乗用車等であって地方税法等の一部を

改正する等の法律（平成28年法律第13号）第２条

の規定による改正前の地方税法第146条その他の地

方税に関する法律並びに旧条例第136条、第137条

及び第137条の２の規定により旧条例に規定する自

動車税を課されなかったものを含む。）又は同日

までに法の施行地外において法第146条第２項に規

定する運行に相当するものとして総務省令で定め

るものの用に供されたことがある自家用乗用車等

であって令和元年10月１日以後に最初の新規登録

を受けたものに対して課する種別割の税率は、前

条の規定にかかわらず、１台について１年当た

り、次の各号に掲げる種別割の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 次号及び第３号に掲げる種別割以外の種別

割 次の表の通常税率の欄に定める額 

(２) 法第149条第１項第４号に規定するガソリン

自動車又は同項第５号に規定する石油ガス自動

車で平成25年３月31日までに最初の新規登録を

受けたもの（天然ガス自動車等を除く。）に係
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する年度以後の年度分の自動車税 次の表の重

課税率の欄に定める額 

 

(３) 軽油自動車その他の前号に規定する自動車

以外の自動車で平成29年３月31日までに初回新

規登録を受けたもの（電気自動車等を除く。）

に係る初回新規登録を受けた日から起算して12

年を経過した日の属する年度以後の年度分の自

動車税 次の表の重課税率の欄に定める額 

 

自家用乗用車等 通 常 税

率 

重課税

率 

(１) 乗用

車 

 略 

サ 電気自動

車 

 

29,500

円 

 

 略 

(３) キャ

ンピング

車 

 略 

サ 電気自動

車 

 

23,600

円 

 

 

る最初の新規登録を受けた日から起算して14年

を経過した日の属する年度以後の年度分の種別

割 次の表の重課税率の欄に定める額 

(３) 法第149条第１項第６号に規定する軽油自動

車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で

平成27年３月31日までに最初の新規登録を受け

たもの（天然ガス自動車等を除く。）に係る最

初の新規登録を受けた日から起算して12年を経

過した日の属する年度以後の年度分の種別割 

 次の表の重課税率の欄に定める額 

自家用乗用車等 通 常 税

率 

重課税

率 

(１) 乗用

車 

 略 

サ 電気自動

車又は水素

自動車 

29,500

円 

 

 略 

(３) キャ

ンピング

車 

 略 

サ 電気自動

車又は水素

自動車 

23,600

円 

 

 

  

（自動車税の賦課期日） 

第140条 自動車税の賦課期日は、４月１日とする。 

 

（種別割の賦課期日） 

第140条 種別割の賦課期日は、４月１日とする。 

 

（自動車税の納期） 

第141条 自動車税の納期は、５月１日から同月31日

までとする。 

２ 賦課期日後に納税義務が発生した自動車税で普

通徴収の方法により徴収するもの又はやむを得な

い事情により前項の納期により難いものの納期

は、知事が定めて納税通知書に記載したところに

よる。 

 

（種別割の納期） 

第141条 種別割の納期は、５月１日から同月31日ま

でとする。 

２ 賦課期日後に納税義務が発生した種別割で普通

徴収の方法により徴収するもの又はやむを得ない

事情により前項の納期により難いものの納期は、

知事が定めて納税通知書に記載したところによ

る。 

 

（自動車税の徴収方法） 

第142条 自動車税の徴収については、普通徴収の方

法による。 

２ 新規登録の申請があった自動車について法第157

条第１項の規定により課する自動車税の徴収につ

いては、賦課期日後翌年２月末日までの間に納税

義務が発生した場合に限り、前項の規定にかかわ

らず、証紙徴収の方法による。 

３ 第144条の規定により提出すべき申告書の提出が

なかったことにより前項の規定によって自動車税

を証紙徴収の方法によって徴収することができな

（種別割の徴収方法） 

第142条 種別割の徴収については、普通徴収の方法

による。 

２ 新規登録の申請があった自動車について法第177

条の10第１項の規定により課する種別割の徴収に

ついては、賦課期日後翌年２月末日までの間に納

税義務が発生した場合に限り、前項の規定にかか

わらず、証紙徴収の方法による。 

３ 第144条の規定により提出すべき申告書の提出が

なかったことにより前項の規定によって種別割を

証紙徴収の方法によって徴収することができない
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い場合には、当該自動車税の徴収については、普

通徴収の方法による。 

 

場合には、当該種別割の徴収については、普通徴

収の方法による。 

 

（自動車税の徴収の手続） 

第143条 前条第２項の規定により自動車税を納付す

る者は、新規登録の申請をする際に、当該自動車

税の額に相当する現金を納付しなければならな

い。 

２ 略 

 

（種別割の徴収の手続） 

第143条 前条第２項の規定により種別割を納付する

者は、新規登録の申請をする際に、当該種別割の

額に相当する現金を納付しなければならない。 

 

２ 略 

 

（自動車税の徴収方法の特例） 

第143条の２ 第142条第２項の規定により自動車税

を納付すべき者が、情報通信技術を活用した行政

の推進等に関する法律（平成14年法律第151号）第

６条第１項の規定により同項に規定する電子情報

処理組織を使用して新規登録の申請を行い、併せ

て鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する条例第３条第１項の規定により同項に

規定する電子情報処理組織を使用して次条の規定

による申告書の提出を行う場合の自動車税の徴収

方法は、第６条第２項及び第142条第２項の規定に

かかわらず、当該自動車税を納付すべき者が当該

新規登録の申請をした際に、法第159条の総務省令

で定める方法によることができる。 

 

（種別割の徴収方法の特例） 

第143条の２ 第142条第２項の規定により種別割を

納付すべき者が、情報通信技術を活用した行政の

推進等に関する法律第６条第１項の規定により同

項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登

録の申請を行い、併せて鳥取県行政手続等におけ

る情報通信の技術の利用に関する条例第３条第１

項の規定により同項に規定する電子情報処理組織

を使用して次条の規定による申告書の提出を行う

場合の種別割の徴収方法は、第６条第２項及び第

142条第２項の規定にかかわらず、当該種別割を納

付すべき者が当該登録の申請をした際に、法第177

条の12の総務省令で定める方法によることができ

る。 

 

（自動車税の賦課徴収に関する申告） 

第144条 自動車税の納税義務者は、新規登録、道路

運送車両法第12条第１項の規定による変更登録若

しくは同法第13条第１項の規定による移転登録の

申請又は同法第67条第１項の規定による自動車検

査証の変更記録の手続をする場合には、法第160条

第１項の総務省令で定める様式によって、自動車

税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書

又は報告書を知事に提出しなければならない。 

 

（種別割の賦課徴収に関する申告） 

第144条 種別割の納税義務者は、新規登録、道路運

送車両法第12条の規定による変更登録若しくは移

転登録の申請又は同法第67条第１項の規定による

自動車検査証の変更記録の手続をする場合には、

法第177条の13第１項の総務省令で定める様式に

よって、種別割の賦課徴収に関し必要な事項を記

載した申告書又は報告書を知事に提出しなければ

ならない。 

 

（自動車税に係る不申告等に関する過料） 

第146条 自動車税の納税義務者又は第135条の３第

１項に規定する売主が前２条の規定により申告

し、又は報告すべき事項について正当な理由がな

くて申告又は報告をしなかった場合には、その者

に対し、10万円以下の過料を科する。 

２・３ 略 

（種別割に係る不申告等に関する過料） 

第146条 種別割の納税義務者又は第135条の３第１

項に規定する売主が前２条の規定により申告し、

又は報告すべき事項について正当な理由がなくて

申告又は報告をしなかった場合には、その者に対

し、10万円以下の過料を科する。 

２・３ 略 

  

第２条 鳥取県税条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 
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改 正 後 改 正 前 

  

（住宅借入金等特別控除） 

第24条の３ 平成22年度から令和25年度までの各年

度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者

が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又

は第41条の２の２の規定の適用を受けた場合（居

住年（同法第41条第１項に規定する居住年をい

う。次項において同じ。）が平成21年から令和12

年までの各年である場合に限る。）には、法附則

第５条の４第１項に規定する控除額を当該納税義

務者の前２条の規定を適用した場合の所得割の額

から控除する。 

２・３ 略 

 

（住宅借入金等特別控除） 

第24条の３ 平成22年度から令和20年度までの各年

度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者

が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又

は第41条の２の２の規定の適用を受けた場合（居

住年（同法第41条第１項に規定する居住年をい

う。次項において同じ。）が平成21年から令和７

年までの各年である場合に限る。）には、法附則

第５条の４第１項に規定する控除額を当該納税義

務者の前２条の規定を適用した場合の所得割の額

から控除する。 

２・３ 略 

 

（寄附金税額控除） 

第24条の４ 略 

２ 略 

３ 法第37条の２第１項第３号の条例で定める住民

の福祉の増進に寄与する寄附金は、同号に規定す

る寄附金のうち、次の各号のいずれかに該当する

寄附金とする。 

(１) 略 

(２) 公益信託に関する法律（令和６年法律第30

号）第６条又は附則第４条第１項の規定により

知事の認可を受けた公益信託の信託財産とする

ために支出した当該公益信託に係る信託事務に

関連する寄附金（前号に規定する寄附金に該当

するものを除く。） 

４・５ 略 

（寄附金税額控除） 

第24条の４ 略 

２ 略 

３ 法第37条の２第１項第３号の条例で定める住民

の福祉の増進に寄与する寄附金は、同号に規定す

る寄附金のうち、次の各号のいずれかに該当する

寄附金とする。 

(１) 略 

(２) 公益信託ニ関スル法律（大正11年法律第62

号）第２条の規定により知事又は教育委員会の

許可を受けた公益信託の信託財産とするために

支出した金銭 

 

 

４・５ 略 

  

第３条 鳥取県税条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（公示送達） 

第13条 法第20条の２の規定による公示送達は、同

条第２項に規定する公示事項（以下この条におい

て「公示事項」という。）を同項に規定する総務

省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧す

ることができる状態に置く措置をとるとともに、

公示事項が記載された書面を課税地を所管する県

税事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を課税

地を所管する県税事務所に設置した電子計算機の

映像面に表示したものの閲覧をすることができる

（公示送達） 

第13条 法第20条の２の規定による公示送達は、課

税地を所管する県税事務所の掲示場に規則で定め

る公示送達書を掲示して行うものとする。 
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状態に置く措置をとることによってするものとす

る。 

  

（合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例の一部改正） 

第４条 合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の徴収の特例に関する条例（昭和29年鳥取県

条例第27号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との

間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施

設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地

位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例

に関する法律（昭和27年法律第119号）第４条第１

項の規定に基づき、自動車税の徴収について鳥取

県税条例（平成13年鳥取県条例第10号）の特例を

設けることを目的とする。 

 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、日本国とアメリカ合衆国との

間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施

設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地

位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例

に関する法律（昭和27年法律第119号）第４条第１

項の規定に基づき、自動車税の種別割の徴収につ

いて鳥取県税条例（平成13年鳥取県条例第10号）

の特例を設けることを目的とする。 

 

（合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する

自動車税の徴収の方法） 

第２条 合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用

販売機関等の所有する自動車に対する自動車税

は、この条例で定めるところにより、普通徴収又

は証紙徴収の方法によって徴収する。 

２ 前項の規定による自動車税の納税義務者は、鳥

取県税条例第141条の規定にかかわらず、毎年４月

中において、県の発行する納税通知書又は証紙を

もって、当該自動車税を払い込まなければならな

い。 

３ 前項の規定により自動車税を証紙徴収の方法に

より払い込む場合には、証紙に検印を受けたとき

に納税義務が完了するものとする。ただし、証紙

の額面金額に相当する現金を納付し、自動車税を

納付する義務が発生することを証する書類に納税

済印の押印を受けることにより、証紙の検印に代

えることができる。 

４ 新規登録の申請があった自動車に地方税法（昭

和25年法律第226号）第157条第１項の規定により

課する自動車税の徴収については、賦課期日後翌

年２月末日までの間に納税義務が発生した場合に

限り、第１項の規定にかかわらず、証紙徴収の方

法によらなければならない。 

５ 前項の規定により自動車税を証紙徴収の方法に

より徴収しようとする場合には、地方税法第160条

（合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する

自動車税の種別割の徴収の方法） 

第２条 合衆国軍隊の構成員等、契約者又は軍人用

販売機関等の所有する自動車に対する自動車税の

種別割は、この条例で定めるところにより、普通

徴収又は証紙徴収の方法によって徴収する。 

２ 前項の規定による自動車税の種別割の納税義務

者は、鳥取県税条例第141条の規定にかかわらず、

毎年４月中において、県の発行する納税通知書又

は証紙をもって、当該自動車税の種別割を払い込

まなければならない。 

３ 前項の規定により自動車税の種別割を証紙徴収

の方法により払い込む場合には、証紙に検印を受

けたときに納税義務が完了するものとする。ただ

し、証紙の額面金額に相当する現金を納付し、自

動車税の種別割を納付する義務が発生することを

証する書類に納税済印の押印を受けることによ

り、証紙の検印に代えることができる。 

４ 新規登録の申請があった自動車に地方税法（昭

和25年法律第226号）第177条の10第１項の規定に

より課する自動車税の種別割の徴収については、

賦課期日後翌年２月末日までの間に納税義務が発

生した場合に限り、第１項の規定にかかわらず、

証紙徴収の方法によらなければならない。 

５ 前項の規定により自動車税の種別割を証紙徴収

の方法により徴収しようとする場合には、地方税
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第１項の規定により提出すべき申告書又は報告書

に、証紙の額面金額に相当する現金の納付を受け

た後納税済印を押すことにより、証紙に代えるこ

とができる。 

 

法第177条の13第１項の規定により提出すべき申告

書又は報告書に、証紙の額面金額に相当する現金

の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証

紙に代えることができる。 

 

（自動車税の税率） 

第３条 自動車税の税率は、鳥取県税条例第138条及

び第139条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

自動車に対し、１台について、それぞれ当該各号

に定める額とする。 

(１)～(３) 略 

（自動車税の種別割の税率） 

第３条 自動車税の種別割の税率は、鳥取県税条例

第138条及び第139条の規定にかかわらず、次の各

号に掲げる自動車に対し、１台について、それぞ

れ当該各号に定める額とする。 

(１)～(３) 略 

  

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

(１) 第２条及び附則第３条の規定 令和９年１月１日 

(２) 第３条及び次条の規定 地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第12号に

掲げる規定の施行の日 

（公示送達に関する経過措置） 

第２条 第３条の規定による改正後の鳥取県税条例第13条の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後に

する公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。 

（個人の県民税に関する経過措置） 

第３条 第２条の規定による改正後の鳥取県税条例（次項において「９年１月新条例」という。）第24条の３及

び第24条の４の規定は、令和９年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和８年度分までの個人の

県民税については、なお従前の例による。 

２ 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項の規定の適用がある場合におけ

る９年１月新条例第24条の４第３項第２号の規定の適用については、同号中「関連する寄附金」とあるのは、

「関連する寄附金（所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項の規定により

なおその効力を有するものとされる同法第１条の規定による改正前の所得税法（昭和40年法律第33号）第78条

第３項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。）」とする。 

（不動産取得税に関する経過措置） 

第４条 第１条の規定による改正後の鳥取県税条例（附則第６条において「新条例」という。）第81条の規定

は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税につ

いて適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。 

（軽油引取税に関する経過措置） 

第５条 施行日前に鳥取県税条例第134条の23第１項の表(１)若しくは(２)に規定する軽油の引取り、同表(３)

の燃料炭化水素油の販売、同表(４)の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同表(５)の炭化水素油の消費若し

くは同表(７)から(12)までの軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別

徴収義務者が同表(６)の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前

の例による。 

（自動車税に関する経過措置） 

第６条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の自動車税について適用し、令和７

年度以前の年度分の自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

２ 施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 
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（鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第７条 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例（昭和34年鳥取県条例第49号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（使用料） 

第24条の16 略 

２ 略 

３ 知事は、第１項の規定にかかわらず、鳥取県税

条例（平成13年鳥取県条例第10号）第137条第４号

又は第137条の２第１項第１号に該当し現に自動車

税の課税免除又は減免を受けている自動車を駐車

するために県営住宅駐車場を使用する場合は、駐

車場使用料をそれぞれ免除し、又は減免する。 

４・５ 略 

（使用料） 

第24条の16 略 

２ 略 

３ 知事は、第１項の規定にかかわらず、鳥取県税

条例（平成13年鳥取県条例第10号）第137条第２項

第４号又は第137条の２第２項第１号に該当する自

動車を駐車するために県営住宅駐車場を使用する

場合は、駐車場使用料の徴収を免除する。 

 

４・５ 略 

  

（規則への委任） 

第８条 第221回国会において地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第   号）が原案どおり成立

しない場合における鳥取県税条例の適用に関し必要な事項その他この条例の施行に関し必要な経過措置は、規

則で定める。 
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